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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　個々の店舗に関する店舗情報をそれぞれ格納した店舗情報格納部と、
　店舗を特定するための店舗ＩＤと、予め定められた特定の特徴項目についての当該店舗
の評価値と、を含む店舗評価情報を、様々な店舗についてそれぞれ格納した店舗評価情報
格納部と、
　利用者を特定するための利用者ＩＤと、前記特徴項目についての当該利用者の嗜好値と
、を含む利用者嗜好情報を、様々な利用者についてそれぞれ格納した利用者嗜好情報格納
部と、
　利用者から特定の検索条件に合致する店舗情報の提供要求を受けたときに、「前記利用
者嗜好情報格納部に格納されている当該利用者の利用者嗜好情報」と「前記店舗評価情報
格納部に格納されている様々な店舗についての店舗評価情報」とについて、それぞれ対応
する特徴項目の嗜好値と評価値とを比較することにより、前記検索条件に合致し、かつ、
当該利用者に適した店舗情報を、対比対象となる嗜好値と評価値との近似度に基づいて取
捨選択し、選択された店舗情報を前記店舗情報格納部から抽出して、これを当該利用者の
端末装置に提供する店舗情報提供部と、
　複数の利用者がグループとして特定の店舗を利用した際に、当該グループを構成する利
用者を特定するグループ構成情報と、個々の利用者を特定するための利用者ＩＤと、当該
利用者の個人満足度と、を含む個人満足情報を蓄積記録する個人満足情報記録部と、
　前記個人満足情報記録部に記録されている全部もしくは一部の個人満足情報に基づいて
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、「特定のグループで店舗を利用する」というグループ利用条件下における利用者相互の
満足度比率を、算出に利用する個人満足情報に含まれる個人満足度の個々の利用者ごとの
平均値の比率として算出する満足度比率算出部と、
　利用者により特定の店舗に対する関心が示されたときに、個々の利用者ごとに、当該特
定の店舗の店舗ＩＤを、関心店舗ＩＤとして蓄積記録する関心店舗記録部と、
　個々の利用者ごとに、前記関心店舗記録部に記録されている全部もしくは一部の関心店
舗ＩＤを更新用店舗ＩＤとして抽出し、前記店舗評価情報格納部から前記更新用店舗ＩＤ
を含む店舗評価情報を更新用店舗評価情報として抽出し、この更新用店舗評価情報の評価
値に基づいて、前記利用者嗜好情報格納部に格納されている当該利用者についての利用者
嗜好情報の嗜好値を更新する嗜好値更新部と、
　利用者から特定の店舗の特徴項目についての個人評価値が投票されたときに、当該投票
結果を蓄積記録する投票結果記録部と、
　個々の店舗ごとに、前記投票結果記録部に記録されている全部もしくは一部の投票結果
を抽出し、抽出した投票結果に基づいて、前記店舗評価情報格納部に格納されている当該
店舗についての店舗評価情報の評価値を更新する評価値更新部と、
　を備え、
　前記店舗情報提供部が、特定のグループ利用条件下における店舗情報の提供要求を受け
たときに、当該特定のグループ利用条件に係る個々の利用者ごとにそれぞれ適した店舗情
報の候補の中から、個々の利用者ごとにその満足度比率に応じた確率で選択が行われるよ
うに、店舗情報を取捨選択して提供することを特徴とする情報提供システム。
【請求項２】
　個々の店舗に関する店舗情報をそれぞれ格納した店舗情報格納部と、
　店舗を特定するための店舗ＩＤと、当該店舗のジャンルを示すジャンルコードと、この
ジャンルコードに対応して予め定められた特定の特徴項目についての当該店舗の評価値と
、を含む店舗評価情報を、様々な店舗についてそれぞれ格納した店舗評価情報格納部と、
　利用者を特定するための利用者ＩＤと、ジャンルコードと、このジャンルコードに対応
する前記特徴項目についての当該利用者の嗜好値と、を含む利用者嗜好情報を、様々な利
用者についてそれぞれ格納した利用者嗜好情報格納部と、
　利用者から特定の検索条件に合致する店舗情報の提供要求を受けたときに、「前記利用
者嗜好情報格納部に格納されている当該利用者の利用者嗜好情報」と「前記店舗評価情報
格納部に格納されている様々な店舗についての店舗評価情報」とについて、それぞれ対応
する特徴項目の嗜好値と評価値とを比較することにより、前記検索条件に合致し、かつ、
当該利用者に適した店舗情報を、対比対象となる嗜好値と評価値との近似度に基づいて取
捨選択し、選択された店舗情報を前記店舗情報格納部から抽出して、これを当該利用者の
端末装置に提供する店舗情報提供部と、
　複数の利用者がグループとして特定の店舗を利用した際に、当該グループを構成する利
用者を特定するグループ構成情報と、利用した店舗のジャンルと、個々の利用者を特定す
るための利用者ＩＤと、当該利用者の個人満足度と、を含む個人満足情報を蓄積記録する
個人満足情報記録部と、
　前記個人満足情報記録部に記録されている個人満足情報に基づいて、「特定のグループ
で特定のジャンルの店舗を利用する」というグループ利用条件下における利用者相互の満
足度比率を、算出に利用する個人満足情報に含まれる個人満足度の個々の利用者ごとの平
均値の比率として算出する満足度比率算出部と、
　利用者により特定の店舗に対する関心が示されたときに、個々の利用者ごとに、かつ、
個々のジャンルごとに、当該特定の店舗の店舗ＩＤを、関心店舗ＩＤとして蓄積記録する
関心店舗記録部と、
　個々の利用者ごとに、前記関心店舗記録部に記録されている「更新対象となる所定のジ
ャンルの全部もしくは一部の関心店舗ＩＤ」を更新用店舗ＩＤとして抽出し、前記店舗評
価情報格納部から前記更新用店舗ＩＤを含む店舗評価情報を更新用店舗評価情報として抽
出し、この更新用店舗評価情報の評価値に基づいて、前記利用者嗜好情報格納部に格納さ
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れている当該利用者についての前記更新対象となる所定のジャンルに関する利用者嗜好情
報の嗜好値を更新する嗜好値更新部と、
　利用者から特定の店舗の特徴項目についての個人評価値が投票されたときに、個々の店
舗ごとに、当該投票結果を蓄積記録する投票結果記録部と、
　個々の店舗ごとに、前記投票結果記録部に記録されている全部もしくは一部の投票結果
を抽出し、抽出した投票結果に基づいて、前記店舗評価情報格納部に格納されている当該
店舗についての店舗評価情報の評価値を更新する評価値更新部と、
　を備え、
　前記店舗情報提供部が、特定のグループ利用条件下における店舗情報の提供要求を受け
たときに、当該特定のグループ利用条件に係る個々の利用者ごとにそれぞれ適した店舗情
報の候補の中から、個々の利用者ごとにその満足度比率に応じた確率で選択が行われるよ
うに、店舗情報を取捨選択して提供することを特徴とする情報提供システム。
【請求項３】
　請求項２に記載の情報提供システムにおいて、
　各利用者が特定の店舗を利用したときに、当該利用者の利用者ＩＤと、当該店舗のジャ
ンルコードと、利用時間と、を含む行動履歴情報を収集する行動履歴情報収集部と、
　収集された前記行動履歴情報を格納する行動履歴情報格納部と、
　前記行動履歴情報に基づいて、特定の利用者が所定のジャンルを利用した後、これに後
続して利用する可能性の高いジャンルを予測する後続ジャンル予測部と、
　を更に備え、
　店舗情報提供部が、前記後続ジャンル予測部による予測結果を利用して、利用者からの
提供要求に応じた店舗情報とともに、当該店舗情報に係るジャンルの後続ジャンルに係る
店舗情報を付加情報として提供することを特徴とする情報提供システム。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載の情報提供システムにおいて、
　店舗情報提供部が、インターネットを介して利用者が操作する端末装置に対してＷｅｂ
コンテンツデータを送信する機能を有し、店舗情報格納部には、店舗情報がＷｅｂコンテ
ンツデータとして格納されており、このＷｅｂコンテンツデータを特定するためのコンテ
ンツＩＤを店舗ＩＤとして利用することを特徴とする情報提供システム。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載の情報提供システムにおいて、
　店舗評価情報格納部に、複数Ｎ個の特徴項目のそれぞれについての評価値を含む店舗評
価情報が格納されており、
　利用者嗜好情報格納部に、複数Ｎ個の特徴項目のそれぞれについての嗜好値を含む利用
者嗜好情報が格納されており、
　店舗情報提供部が、利用者から店舗情報の提供要求を受けたときに、「当該利用者の利
用者嗜好情報に含まれているＮ個の特徴項目のそれぞれについての嗜好値を、Ｎ次元座標
系の各座標軸にとることにより得られる嗜好ベクトル」と、「各店舗の店舗評価情報に含
まれているＮ個の特徴項目のそれぞれについての評価値を、前記Ｎ次元座標系の各座標軸
にとることにより得られる評価ベクトル」とを比較し、両ベクトルの近似の程度に基づい
て、店舗情報の取捨選択を行うことを特徴とする情報提供システム。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載の情報提供システムにおいて、
　店舗情報提供部が、店舗情報の提供を行う際に、当該店舗情報に関する店舗についての
店舗評価情報に含まれる評価値を併せて提供することを特徴とする情報提供システム。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかに記載の情報提供システムにおいて、
　店舗情報提供部が、検索条件に合致し、かつ、利用者に適した複数の店舗情報を選択し
、選択した各店舗情報の概要のみを羅列したリストを提供する第１の提供ステップと、前
記リストの中から利用者が指定した店舗に係る店舗情報の全内容を提供する第２の提供ス
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テップと、を実行することを特徴とする情報提供システム。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれかに記載の情報提供システムにおいて、
　店舗情報提供部が、検索条件に合致し、かつ、利用者に適した複数の店舗情報を選択し
、選択した各店舗情報の概要のみを羅列したリストを提供する第１の提供ステップと、前
記リストの中から利用者が指定した店舗に係る店舗情報の全内容を提供する第２の提供ス
テップと、を実行し、
　関心店舗記録部が、利用者の指定に基づき店舗情報提供部により前記第２の提供ステッ
プが実施されたときに、当該第２の提供ステップで店舗情報が提供された店舗の店舗ＩＤ
を、当該利用者についての関心店舗ＩＤとして蓄積記録することを特徴とする情報提供シ
ステム。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれかに記載の情報提供システムにおいて、
　関心店舗記録部が、利用者から特定の店舗に関心がある旨の報告を受けた場合、もしく
は、特定の店舗を利用した旨の報告を受けた場合に、当該利用者について、当該特定の店
舗の店舗ＩＤを、関心店舗ＩＤとして蓄積記録することを特徴とする情報提供システム。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれかに記載の情報提供システムにおいて、
　店舗情報提供部が、利用者が所持する携帯端末装置に対して店舗情報を提供する機能を
有し、
　関心店舗記録部が、前記携帯端末装置の位置を認識する機能をもった位置認識装置から
の情報に基づいて、前記利用者が特定の店舗に位置することが検知された場合に、前記利
用者について、前記店舗の店舗ＩＤを関心店舗ＩＤとして蓄積記録することを特徴とする
情報提供システム。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれかに記載の情報提供システムにおいて、
　店舗情報提供部が、利用者が所持する携帯端末装置に対して店舗情報を提供する機能を
有し、
　関心店舗記録部が、所定の店舗に設置されている店舗設置装置と前記携帯端末装置との
間で交信が行われた場合に、前記店舗設置装置もしくは前記携帯端末装置からの通知を受
けて、前記利用者について、前記店舗の店舗ＩＤを関心店舗ＩＤとして蓄積記録すること
を特徴とする情報提供システム。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれかに記載の情報提供システムにおいて、
　関心店舗記録部が、関心店舗ＩＤを記録する際に記録時の時間情報を併せて記録し、
　嗜好値更新部が、関心店舗記録部に記録されている関心店舗ＩＤのうち、記録時が所定
期間内のもののみを更新用店舗ＩＤとして抽出することを特徴とする情報提供システム。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれかに記載の情報提供システムにおいて、
　嗜好値更新部が、更新用店舗評価情報の評価値の平均値を、利用者嗜好情報の新たな嗜
好値とする更新を行うことを特徴とする情報提供システム。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれかに記載の情報提供システムにおいて、
　投票結果記録部が、投票結果を記録する際に記録時の時間情報を併せて記録し、
　評価値更新部が、投票結果記録部に記録されている投票結果のうち、記録時が所定期間
内のもののみを抽出して店舗評価情報の評価値を更新することを特徴とする情報提供シス
テム。
【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれかに記載の情報提供システムにおいて、
　評価値更新部が、抽出した投票結果に含まれる個人評価値の平均値を、店舗評価情報の
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新たな評価値とする更新を行うことを特徴とする情報提供システム。
【請求項１６】
　請求項１～１５のいずれかに記載の情報提供システムにおいて、
　個人満足情報記録部が、個人満足情報を記録する際に記録時の時間情報を併せて記録し
、
　満足度比率算出部が、個人満足情報記録部に記録されている個人満足情報のうち、記録
時が所定期間内のもののみを利用して満足度比率を算出することを特徴とする情報提供シ
ステム。
【請求項１７】
　請求項１～１６のいずれかに記載の情報提供システムにおいて、
　店舗情報提供部が、個々の利用者ごとにそれぞれ適した店舗情報の候補の中から、個々
の利用者ごとの満足度比率の正比に応じた確率、もしくは、個々の利用者ごとの満足度比
率の逆比に応じた確率で、店舗情報を選択して提供することを特徴とする情報提供システ
ム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報提供システムに関し、特に、ネットワークを利用して種々の店舗に関す
る店舗情報を提供する情報提供システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、情報の提供手段は、テレビ・ラジオなどの放送を利用した旧来の情報提供方法か
ら、インターネットのＷｅｂページなどを利用した新たな情報提供方法に移行しつつある
。特に、携帯電話機などの携帯端末装置の普及により、利用者は、任意の場所から必要な
情報にアクセスすることが可能になり、利便性は大いに高まっている。また、商品やサー
ビスを提供する事業者側にとっては、店舗の宣伝や案内の情報をＷｅｂページを介して利
用者に広く提供することができる。利用者は、外出する場合、事前にこのようなＷｅｂペ
ージを閲覧することにより、利用予定となる店舗について種々の情報を入手することが可
能になる。
【０００３】
　このように、インターネットを利用して情報にアクセスする場合、大量の情報の中から
、自分の要求に合致した情報を抽出することが重要である。このため、利用者は、検索サ
イトを利用して所望のキーワードを用いた検索を行い、必要な情報が提示されたＷｅｂペ
ージへのアクセスを行っている。たとえば、食事や買物などを行う場合、利用者は「イタ
リア料理」や「婦人服」などのキーワードを用いた検索により、イタリア料理店や婦人服
店などのＷｅｂページを閲覧することができる。
【０００４】
　また、個々の利用者に対して、それぞれ適切な情報を効率良く提供するために、様々な
技術が提案されている。たとえば、下記の特許文献１には、予め、個々の利用者の嗜好を
示す情報を収集しておき、個人個人の嗜好に合致した情報を提供する情報配信システムが
開示されており、特許文献２には、同伴者を含めた状況情報をもとにして、各利用者の嗜
好度をプロファイルとして記憶させておく手法が開示されている。更に、下記の特許文献
３には、利用者の行動履歴に基づき当該利用者の嗜好を学習する嗜好学習装置が開示され
ている。
【特許文献１】特開２００３－２９６３５８号公報
【特許文献２】特開２００４－３２６２１１号公報
【特許文献３】特開２００２－１０８９１８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　前掲の各特許文献に開示されているように、個々の利用者の嗜好を把握して、それぞれ
の利用者に適切な情報を提供する技術は、既にいくつか提案されている。しかしながら、
いずれの技術も、個々の利用者の嗜好情報を正確に把握することが困難であるため、利用
者の嗜好を正確に反映させた情報提供を行うことが困難であった。
【０００６】
　そこで本発明は、個々の利用者の嗜好を正確に把握し、利用者の嗜好を正確に反映させ
た情報提供を行うことが可能な情報提供システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　(1) 　本発明の第１の態様は、情報提供システムにおいて、
　個々の店舗に関する店舗情報をそれぞれ格納した店舗情報格納部と、
　店舗を特定するための店舗ＩＤと、予め定められた特定の特徴項目についての当該店舗
の評価値と、を含む店舗評価情報を、様々な店舗についてそれぞれ格納した店舗評価情報
格納部と、
　利用者を特定するための利用者ＩＤと、特徴項目についての当該利用者の嗜好値と、を
含む利用者嗜好情報を、様々な利用者についてそれぞれ格納した利用者嗜好情報格納部と
、
　利用者から特定の検索条件に合致する店舗情報の提供要求を受けたときに、「利用者嗜
好情報格納部に格納されている当該利用者の利用者嗜好情報」と「店舗評価情報格納部に
格納されている様々な店舗についての店舗評価情報」とについて、それぞれ対応する特徴
項目の嗜好値と評価値とを比較することにより、検索条件に合致し、かつ、当該利用者に
適した店舗情報を、対比対象となる嗜好値と評価値との近似度に基づいて取捨選択し、選
択された店舗情報を店舗情報格納部から抽出して、これを当該利用者の端末装置に提供す
る店舗情報提供部と、
　複数の利用者がグループとして特定の店舗を利用した際に、当該グループを構成する利
用者を特定するグループ構成情報と、個々の利用者を特定するための利用者ＩＤと、当該
利用者の個人満足度と、を含む個人満足情報を蓄積記録する個人満足情報記録部と、
　個人満足情報記録部に記録されている全部もしくは一部の個人満足情報に基づいて、「
特定のグループで店舗を利用する」というグループ利用条件下における利用者相互の満足
度比率を、算出に利用する個人満足情報に含まれる個人満足度の個々の利用者ごとの平均
値の比率として算出する満足度比率算出部と、
　利用者により特定の店舗に対する関心が示されたときに、個々の利用者ごとに、当該特
定の店舗の店舗ＩＤを、関心店舗ＩＤとして蓄積記録する関心店舗記録部と、
　個々の利用者ごとに、関心店舗記録部に記録されている全部もしくは一部の関心店舗Ｉ
Ｄを更新用店舗ＩＤとして抽出し、店舗評価情報格納部から更新用店舗ＩＤを含む店舗評
価情報を更新用店舗評価情報として抽出し、この更新用店舗評価情報の評価値に基づいて
、利用者嗜好情報格納部に格納されている当該利用者についての利用者嗜好情報の嗜好値
を更新する嗜好値更新部と、
　利用者から特定の店舗の特徴項目についての個人評価値が投票されたときに、当該投票
結果を蓄積記録する投票結果記録部と、
　個々の店舗ごとに、投票結果記録部に記録されている全部もしくは一部の投票結果を抽
出し、抽出した投票結果に基づいて、店舗評価情報格納部に格納されている当該店舗につ
いての店舗評価情報の評価値を更新する評価値更新部と、
　を設け、
　店舗情報提供部が、特定のグループ利用条件下における店舗情報の提供要求を受けたと
きに、当該特定のグループ利用条件に係る個々の利用者ごとにそれぞれ適した店舗情報の
候補の中から、個々の利用者ごとにその満足度比率に応じた確率で選択が行われるように
、店舗情報を取捨選択して提供するようにしたものである。
【００１０】
　(2) 　本発明の第２の態様は、情報提供システムにおいて、
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　個々の店舗に関する店舗情報をそれぞれ格納した店舗情報格納部と、
　店舗を特定するための店舗ＩＤと、当該店舗のジャンルを示すジャンルコードと、この
ジャンルコードに対応して予め定められた特定の特徴項目についての当該店舗の評価値と
、を含む店舗評価情報を、様々な店舗についてそれぞれ格納した店舗評価情報格納部と、
　利用者を特定するための利用者ＩＤと、ジャンルコードと、このジャンルコードに対応
する特徴項目についての当該利用者の嗜好値と、を含む利用者嗜好情報を、様々な利用者
についてそれぞれ格納した利用者嗜好情報格納部と、
　利用者から特定の検索条件に合致する店舗情報の提供要求を受けたときに、「利用者嗜
好情報格納部に格納されている当該利用者の利用者嗜好情報」と「店舗評価情報格納部に
格納されている様々な店舗についての店舗評価情報」とについて、それぞれ対応する特徴
項目の嗜好値と評価値とを比較することにより、検索条件に合致し、かつ、当該利用者に
適した店舗情報を、対比対象となる嗜好値と評価値との近似度に基づいて取捨選択し、選
択された店舗情報を店舗情報格納部から抽出して、これを当該利用者の端末装置に提供す
る店舗情報提供部と、
　複数の利用者がグループとして特定の店舗を利用した際に、当該グループを構成する利
用者を特定するグループ構成情報と、利用した店舗のジャンルと、個々の利用者を特定す
るための利用者ＩＤと、当該利用者の個人満足度と、を含む個人満足情報を蓄積記録する
個人満足情報記録部と、
　個人満足情報記録部に記録されている個人満足情報に基づいて、「特定のグループで特
定のジャンルの店舗を利用する」というグループ利用条件下における利用者相互の満足度
比率を、算出に利用する個人満足情報に含まれる個人満足度の個々の利用者ごとの平均値
の比率として算出する満足度比率算出部と、
　利用者により特定の店舗に対する関心が示されたときに、個々の利用者ごとに、かつ、
個々のジャンルごとに、当該特定の店舗の店舗ＩＤを、関心店舗ＩＤとして蓄積記録する
関心店舗記録部と、
　個々の利用者ごとに、関心店舗記録部に記録されている「更新対象となる所定のジャン
ルの全部もしくは一部の関心店舗ＩＤ」を更新用店舗ＩＤとして抽出し、店舗評価情報格
納部から更新用店舗ＩＤを含む店舗評価情報を更新用店舗評価情報として抽出し、この更
新用店舗評価情報の評価値に基づいて、利用者嗜好情報格納部に格納されている当該利用
者についての更新対象となる所定のジャンルに関する利用者嗜好情報の嗜好値を更新する
嗜好値更新部と、
　利用者から特定の店舗の特徴項目についての個人評価値が投票されたときに、個々の店
舗ごとに、当該投票結果を蓄積記録する投票結果記録部と、
　個々の店舗ごとに、投票結果記録部に記録されている全部もしくは一部の投票結果を抽
出し、抽出した投票結果に基づいて、店舗評価情報格納部に格納されている当該店舗につ
いての店舗評価情報の評価値を更新する評価値更新部と、
　を設け、
　店舗情報提供部が、特定のグループ利用条件下における店舗情報の提供要求を受けたと
きに、当該特定のグループ利用条件に係る個々の利用者ごとにそれぞれ適した店舗情報の
候補の中から、個々の利用者ごとにその満足度比率に応じた確率で選択が行われるように
、店舗情報を取捨選択して提供するようにしたものである。
【００１３】
　(3) 　本発明の第３の態様は、上述の第２の態様に係る情報提供システムにおいて、
　各利用者が特定の店舗を利用したときに、当該利用者の利用者ＩＤと、当該店舗のジャ
ンルコードと、利用時間と、を含む行動履歴情報を収集する行動履歴情報収集部と、
　収集された行動履歴情報を格納する行動履歴情報格納部と、
　行動履歴情報に基づいて、特定の利用者が所定のジャンルを利用した後、これに後続し
て利用する可能性の高いジャンルを予測する後続ジャンル予測部と、
　を更に設け、
　店舗情報提供部が、後続ジャンル予測部による予測結果を利用して、利用者からの提供
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要求に応じた店舗情報とともに、当該店舗情報に係るジャンルの後続ジャンルに係る店舗
情報を付加情報として提供するようにしたものである。
【００１４】
　(4) 　本発明の第４の態様は、上述の第１～第３の態様に係る情報提供システムにおい
て、
　店舗情報提供部が、インターネットを介して利用者が操作する端末装置に対してＷｅｂ
コンテンツデータを送信するようにし、店舗情報格納部には、店舗情報がＷｅｂコンテン
ツデータとして格納されるようにし、このＷｅｂコンテンツデータを特定するためのコン
テンツＩＤを店舗ＩＤとして利用するようにしたものである。
【００１５】
　(5) 　本発明の第５の態様は、上述の第１～第４の態様に係る情報提供システムにおい
て、
　店舗評価情報格納部に、複数Ｎ個の特徴項目のそれぞれについての評価値を含む店舗評
価情報を格納し、
　利用者嗜好情報格納部に、複数Ｎ個の特徴項目のそれぞれについての嗜好値を含む利用
者嗜好情報を格納し、
　店舗情報提供部が、利用者から店舗情報の提供要求を受けたときに、「当該利用者の利
用者嗜好情報に含まれているＮ個の特徴項目のそれぞれについての嗜好値を、Ｎ次元座標
系の各座標軸にとることにより得られる嗜好ベクトル」と、「各店舗の店舗評価情報に含
まれているＮ個の特徴項目のそれぞれについての評価値を、Ｎ次元座標系の各座標軸にと
ることにより得られる評価ベクトル」とを比較し、両ベクトルの近似の程度に基づいて、
店舗情報の取捨選択を行うようにしたものである。
【００１６】
　(6) 　本発明の第６の態様は、上述の第１～第５の態様に係る情報提供システムにおい
て、
　店舗情報提供部が、店舗情報の提供を行う際に、当該店舗情報に関する店舗についての
店舗評価情報に含まれる評価値を併せて提供するようにしたものである。
【００１７】
　(7) 　本発明の第７の態様は、上述の第１～第６の態様に係る情報提供システムにおい
て、
　店舗情報提供部が、検索条件に合致し、かつ、利用者に適した複数の店舗情報を選択し
、選択した各店舗情報の概要のみを羅列したリストを提供する第１の提供ステップと、こ
のリストの中から利用者が指定した店舗に係る店舗情報の全内容を提供する第２の提供ス
テップと、を実行するようにしたものである。
【００１８】
　(8) 　本発明の第８の態様は、上述の第１～第７の態様に係る情報提供システムにおい
て、
　店舗情報提供部が、検索条件に合致し、かつ、利用者に適した複数の店舗情報を選択し
、選択した各店舗情報の概要のみを羅列したリストを提供する第１の提供ステップと、こ
のリストの中から利用者が指定した店舗に係る店舗情報の全内容を提供する第２の提供ス
テップと、を実行し、
　関心店舗記録部が、利用者の指定に基づき店舗情報提供部により第２の提供ステップが
実施されたときに、当該第２の提供ステップで店舗情報が提供された店舗の店舗ＩＤを、
当該利用者についての関心店舗ＩＤとして蓄積記録するようにしたものである。
【００１９】
　(9) 　本発明の第９の態様は、上述の第１～第８の態様に係る情報提供システムにおい
て、
　関心店舗記録部が、利用者から特定の店舗に関心がある旨の報告を受けた場合、もしく
は、特定の店舗を利用した旨の報告を受けた場合に、当該利用者について、当該特定の店
舗の店舗ＩＤを、関心店舗ＩＤとして蓄積記録するようにしたものである。
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【００２０】
　(10)　本発明の第１０の態様は、上述の第１～第９の態様に係る情報提供システムにお
いて、
　店舗情報提供部が、利用者が所持する携帯端末装置に対して店舗情報を提供する機能を
有し、
　関心店舗記録部が、携帯端末装置の位置を認識する機能をもった位置認識装置からの情
報に基づいて、利用者が特定の店舗に位置することが検知された場合に、当該利用者につ
いて、当該店舗の店舗ＩＤを関心店舗ＩＤとして蓄積記録するようにしたものである。
【００２１】
　(11)　本発明の第１１の態様は、上述の第１～第１０の態様に係る情報提供システムに
おいて、
　店舗情報提供部が、利用者が所持する携帯端末装置に対して店舗情報を提供する機能を
有し、
　関心店舗記録部が、所定の店舗に設置されている店舗設置装置と携帯端末装置との間で
交信が行われた場合に、店舗設置装置もしくは携帯端末装置からの通知を受けて、当該利
用者について、当該店舗の店舗ＩＤを関心店舗ＩＤとして蓄積記録するようにしたもので
ある。
【００２２】
　(12)　本発明の第１２の態様は、上述の第１～第１１の態様に係る情報提供システムに
おいて、
　関心店舗記録部が、関心店舗ＩＤを記録する際に記録時の時間情報を併せて記録し、
　嗜好値更新部が、関心店舗記録部に記録されている関心店舗ＩＤのうち、記録時が所定
期間内のもののみを更新用店舗ＩＤとして抽出するようにしたものである。
【００２３】
　(13)　本発明の第１３の態様は、上述の第１～第１２の態様に係る情報提供システムに
おいて、
　嗜好値更新部が、更新用店舗評価情報の評価値の平均値を、利用者嗜好情報の新たな嗜
好値とする更新を行うようにしたものである。
【００２４】
　(14)　本発明の第１４の態様は、上述の第１～第１３の態様に係る情報提供システムに
おいて、
　投票結果記録部が、投票結果を記録する際に記録時の時間情報を併せて記録し、
　評価値更新部が、投票結果記録部に記録されている投票結果のうち、記録時が所定期間
内のもののみを抽出して店舗評価情報の評価値を更新するようにしたものである。
【００２５】
　(15)　本発明の第１５の態様は、上述の第１～第１４の態様に係る情報提供システムに
おいて、
　評価値更新部が、抽出した投票結果に含まれる個人評価値の平均値を、店舗評価情報の
新たな評価値とする更新を行うようにしたものである。
【００２６】
　(16)　本発明の第１６の態様は、上述の第１～第１５の態様に係る情報提供システムに
おいて、
　個人満足情報記録部が、個人満足情報を記録する際に記録時の時間情報を併せて記録し
、
　満足度比率算出部が、個人満足情報記録部に記録されている個人満足情報のうち、記録
時が所定期間内のもののみを利用して満足度比率を算出するようにしたものである。
【００２８】
　(17)　本発明の第１７の態様は、上述の第１～第１６の態様に係る情報提供システムに
おいて、
　店舗情報提供部が、個々の利用者ごとにそれぞれ適した店舗情報の候補の中から、個々
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の利用者ごとの満足度比率の正比に応じた確率、もしくは、個々の利用者ごとの満足度比
率の逆比に応じた確率で、店舗情報を選択して提供するようにしたものである。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明の情報提供システムでは、個々の店舗ごとにそれぞれ店舗評価情報が設定されて
おり、利用者が関心を示した店舗についての店舗評価情報に基づいて当該利用者の嗜好情
報が更新されるようになるので、システムを運用してゆく中で、個々の利用者の正確な嗜
好を自動収集することができるようになる。したがって、個々の利用者の嗜好を正確に把
握し、利用者の嗜好を正確に反映させた情報提供を行うことが可能になる。また、§６で
述べる第２の実施形態に係る発明の場合、更に、利用者の投票によって店舗評価情報の自
動更新も行われるようになるため、店舗評価情報を、常にトレンドを反映した生きた情報
に保つ、という効果も得られることになる。一方、§７で述べる第３の実施形態に係る発
明の場合、同伴者の存在を加味した上で、より適切な情報提供を行うことができるという
付加的な効果が得られ、§８で述べる第４の実施形態に係る発明の場合、利用者の行動を
予測した上で、より適切な情報提供を行うことができるようになるという付加的な効果が
得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下、本発明を図示する実施形態に基づいて説明する。
【００３１】
　＜＜＜　§１．第１の実施形態の基本構成　＞＞＞
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る情報提供システムの基本構成を示すブロック図
である。この第１の実施形態は、本発明の最も基本的な実施形態であり、各利用者の嗜好
を正確に把握し、利用者の嗜好を正確に反映させた情報提供を行う機能を有する。
【００３２】
　図示のとおり、この情報提供システムは、店舗情報格納部１００、利用者嗜好情報格納
部１１０、店舗評価情報格納部１２０、店舗情報提供部１３０、嗜好値更新部１４０、関
心店舗記録部１５０の各構成要素からなり、インターネット２００を介して、店舗情報格
納部１００内に用意された店舗情報を、各利用者が操作する利用者端末１０，２０，３０
に提供する機能を有する。なお、ここでは説明の便宜上、各構成要素をそれぞれ独立した
ブロックで示してあるが、実際には、本実施形態に係る情報提供システムは、サーバ用コ
ンピュータに専用のプログラムを組み込むことによって実現されるものであり、図示の各
ブロック構成要素は、このサーバ用コンピュータのＣＰＵや記憶装置といったハードウエ
アに、後述する各処理を実施するためのソフトウエアを組み込むことにより構成される。
【００３３】
　このシステムの動作概要は次の通りである。まず、利用者嗜好情報格納部１１０には、
各利用者ごとに、各ジャンルの特徴項目についての嗜好値を含む利用者嗜好情報Ｔが格納
され、店舗評価情報格納部１２０には、各店舗ごとに、そのジャンルの特徴項目について
の評価値を含む店舗評価情報Ｅが格納される。店舗情報提供部１３０は、利用者嗜好情報
Ｔに合致した店舗評価情報Ｅをもつ店舗情報を選択して利用者の端末装置に提供する。ま
た、利用者が、特定の店舗情報を閲覧したり、特定の店舗を利用したりすると、当該特定
の店舗が関心店舗記録部１５０に関心店舗として蓄積される。嗜好値更新部１４０は、蓄
積された関心店舗の店舗評価情報Ｅに基づき利用者嗜好情報Ｔを更新する。以下、このよ
うな動作を行うための仕組みを詳述する。
【００３４】
　店舗情報格納部１００は、個々の店舗に関する店舗情報をそれぞれ格納する機能を有す
る。ここで、店舗情報とは、個々の店舗の宣伝や案内の情報を広く意味する。図示する実
施形態では、店舗情報は、店舗情報提供部１３０によって、インターネット２００を介し
て、各利用者端末１０，２０，３０に提供される。このため、店舗情報格納部１００には
、個々の店舗情報がそれぞれＷｅｂコンテンツデータ（たとえば、ＨＴＭＬ形式のファイ
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ル）として格納されており、店舗情報提供部１３０は、インターネット２００を介して、
各利用者端末１０，２０，３０に対して、このＷｅｂコンテンツデータを送信する機能を
有している。各利用者端末１０，２０，３０には、いずれもＷｅｂブラウザ機能が備わっ
ており、利用者は、各利用者端末１０，２０，３０の表示画面上で、このＷｅｂコンテン
ツデータ（すなわち、提供された店舗情報）を閲覧することができる。
【００３５】
　なお、図１では、利用者端末１０が携帯電話機、利用者端末２０がノートパソコン、利
用者端末３０がデスクトップパソコンによって構成されている例が示されているが、もち
ろん、利用者用の端末装置は、これらの端末装置に限定されるものではなく、Ｗｅｂコン
テンツデータを受信してこれを閲覧するＷｅｂブラウザ機能を備えたものであれば、どの
ような端末装置であってもかまわない。また、図１には３台の利用者端末のみが描かれて
いるが、この情報提供システムを商業的に運用した場合は、より多数の利用者端末が用い
られることになる。
【００３６】
　図２は、図１に示す情報提供システムの店舗情報格納部１００内に格納された店舗情報
の表示例を示す平面図である。上述したとおり、ここに示す実施形態の場合、各店舗情報
はいずれもＷｅｂコンテンツデータで構成されており、図２に示す表示例は、いずれもＷ
ｅｂブラウザによるＷｅｂページの表示画面である。一般に店舗といっても、レストラン
、喫茶店、百貨店など様々な種類がある。そこで、ここに示す実施形態の場合、店舗の種
類を特定するために、いくつかのジャンルを定義している。図２(a) ，(b) ，(c) は、い
ずれも「イタリア料理」なるジャンルに入る店舗（イタリア料理店）の店舗情報であり、
図２(d) ，(e) ，(f) は、いずれも「婦人服」なるジャンルに入る店舗（婦人服店）の店
舗情報であり、図２(g) ，(h) ，(i) は、いずれも「映画」なるジャンルに入る店舗（映
画館）の店舗情報である。
【００３７】
　たとえば、図２(a) に示す店舗情報「Ｓ１３０１」は、「リストランテＰＡＴ」なるイ
タリア料理店のＷｅｂページであり、図２(b) に示す店舗情報「Ｓ１３０２」は、「ゆで
たてスパゲティの店ＸＹＺ」なるイタリア料理店のＷｅｂページである。ここで、個々の
店舗情報を示す符号「Ｓ１３０１」，「Ｓ１３０２」は、当該Ｗｅｂコンテンツデータを
特定するためのコンテンツＩＤ（たとえば、ＨＴＭＬデータのファイル名）である。なお
、ここで述べる例の場合、１つの店舗情報（Ｗｅｂコンテンツデータ）は、１つの店舗に
関する宣伝や案内の情報であり、店舗情報と店舗とが１対１に対応している。そこで、以
下に示す実施形態では、Ｗｅｂコンテンツデータを特定するためのコンテンツＩＤをその
まま店舗ＩＤとして利用する例を述べることにする。たとえば、「Ｓ１３０１」なるＩＤ
コードは、図２(a) に示すようなＷｅｂページを表示させるためのＷｅｂコンテンツデー
タを特定するためのコンテンツＩＤであり、かつ、「リストランテＰＡＴ」なるイタリア
料理店を特定するための店舗ＩＤでもある。
【００３８】
　もちろん、店舗情報（Ｗｅｂコンテンツデータ）と店舗とは、必ずしも１対１に対応さ
せる必要はなく、１つの店舗について複数の店舗情報を用意してもよいし、複数の店舗の
宣伝や案内の情報を含む１つの店舗情報を用意してもよい。この場合、個々の店舗情報を
特定するためのコンテンツＩＤと個々の店舗を特定するための店舗ＩＤとは、それぞれ別
個のＩＤコードを用いる必要があるので、どのコンテンツデータがどの店舗についての情
報であるかを認識できるように、何らかの対応表を用意しておくようにする。
【００３９】
　また、ここで述べる実施形態では、個々のジャンルにそれぞれジャンルコードを付与し
ている。例えば、図２には、「ジャンルＧ１３：イタリア料理」、「ジャンルＧ３２：婦
人服」、「ジャンルＧ４１：映画」なる見出しが示されているが、これは、「イタリア料
理」なるジャンルのジャンルコードがＧ１３、「婦人服」なるジャンルのジャンルコード
がＧ３２、「映画」なるジャンルのジャンルコードがＧ４１であることを示している。な
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お、説明の便宜上、ここでは、コンテンツＩＤ（店舗ＩＤ）の４桁の数字の上２桁は、当
該店舗が所属するジャンルのジャンルコードの２桁の数字に一致させるようにした。たと
えば、図２(a) に示す店舗情報Ｓ１３０１は、コンテンツＩＤ（店舗ＩＤ）として「Ｓ１
３０１」が付された店舗情報であるが、４桁の数字の上２桁「１３」は、ジャンルコード
Ｇ１３の２桁「１３」に一致させてある。
【００４０】
　図３は、本発明に係る情報提供システムにおいて定義されるジャンルの一例を示す表で
ある。この例では、まず、個々の店舗の種別を大分類で大まかに分けた後、個々の大分類
ごとに細かなジャンルを定義する階層構造をとっている。たとえば、大分類「食事」には
、「日本料理」，「フランス料理」，「イタリア料理」，「メキシコ料理」なるジャンル
が定義され、それぞれジャンルコードＧ１１，Ｇ１２，Ｇ１３，Ｇ１４が定められている
。同様に、大分類「喫茶」には、「純喫茶」，「ジャズ喫茶」，「同伴喫茶」なるジャン
ルが定義され、それぞれジャンルコードＧ２１，Ｇ２２，Ｇ２３が定められている。もち
ろん、この図３に示すジャンルは一例として示したものであり、どのようなジャンルを設
定するか、ジャンルにどのような階層構造を設定するか、といった事項は、システムの設
計者が任意に決めるべき事項である。
【００４１】
　なお、本願において「店舗」という文言は、利用者に対して種々の商品や役務を提供す
る施設や場所を広く意味する文言として用いており、いわゆる屋内の「お店」と呼ばれて
いる狭義の店舗のみならず、屋外の施設なども含むものである。たとえば、図３の大分類
「ショー」には、「映画」，「観劇」，「寄席」，「コンサート」なるジャンルが定義さ
れているが、これは「映画館」，「劇場」，「コンサートホール」や「野外音楽場」など
も本願にいう「店舗」に含まれることを意味している。同様に、「屋外遊園地」，「野球
場」，「サッカー場」，「ゴルフ場」，「プール」なども本願にいう「店舗」であり、「
ホテル」，「旅館」，「ペンション」などの宿泊施設も本願にいう「店舗」である。
【００４２】
　さて、図１に示す店舗評価情報格納部１２０には、店舗情報格納部１００にその店舗情
報が格納されている様々な店舗について、それぞれ店舗評価情報Ｅが格納されている。こ
の店舗評価情報Ｅは、個々の店舗について、提供する商品や役務の内容や価格に関する特
徴、提供場所の特徴、店舗スタッフの特徴など、様々な特徴を定量的に評価するための情
報である。本発明では、店舗評価情報Ｅを、店舗を特定するための店舗ＩＤ（ここに述べ
る実施形態の場合は、上述したとおり、店舗情報のコンテンツＩＤをそのまま店舗ＩＤと
して用いている）と、当該店舗のジャンルを示すジャンルコードと、このジャンルコード
に対応して予め定められた特定の特徴項目についての当該店舗の評価値と、を含む情報に
よって構成している。
【００４３】
　図４は、店舗評価情報格納部１２０内に格納された店舗評価情報Ｅの構成例を示す図で
ある。図４(a) ～(i) には、図２(a) ～(i) に店舗情報（Ｗｅｂページ）を示した９つの
店舗についての店舗評価情報の一例が示されている。たとえば、図４(a) に示す店舗評価
情報Ｅ１３０１は、図２(a) のＷｅｂページに店舗情報が掲載されている「リストランテ
ＰＡＴ」なる店舗についての店舗情報であり、店舗ＩＤ「Ｓ１３０１」と、ジャンルコー
ド「Ｇ１３」と、３種類の特徴項目（格式、ボリューム、価格）の評価値と、によって構
成されている。この店舗評価情報Ｅ１３０１は、店舗ＩＤ「Ｓ１３０１」で特定される店
舗のジャンルが、ジャンルコード「Ｇ１３」で示されるジャンル（イタリア料理）である
ことと、当該店舗の特徴として、格式（店内の雰囲気）の評価値が９５、ボリューム（提
供食材の量）の評価値が２０、価格（提供品目の価格）の評価値が８０であることを示し
ている。
【００４４】
　ここでは、説明の便宜上、各評価値が０～１００の範囲内の値をとるものとし、特定の
特徴項目の評価値が１００の場合、当該特徴が最も顕著もしくは当該特徴の程度が最も高
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いことを示し、特定の特徴項目の評価値が０の場合、当該特徴が最も隠微もしくは当該特
徴の程度が最も低いことを示すものとする。たとえば、図４(a) の店舗評価情報Ｅ１３０
１の評価対象となるイタリア料理店は、非常にフォーマルな雰囲気の店であり、食材の量
は少なめで、価格はかなり高い店舗である、との評価を受けていることになる。一方、図
４(b) の店舗評価情報Ｅ１３０２の評価対象となるイタリア料理店は、図２(b) のＷｅｂ
ページに店舗情報が掲載されている「ゆでたてスパゲティの店ＸＹＺ」であり、格式：２
０、ボリューム：８３、価格：３２なる評価値が与えられていることから、かなりカジュ
アルな雰囲気の店であり、食材の量は多めで、価格は比較的安い店舗である、との評価を
受けていることになる。
【００４５】
　なお、同じジャンルの店舗であれば、同じ特徴項目についての評価を行うことが可能で
あるが、ジャンルが異なる店舗では、同じ特徴項目をそのまま適用するのが不適切な場合
がある。たとえば、同じ「イタリア料理」というジャンルの店であれば、上述した例のよ
うに、格式、ボリューム、価格という特徴項目についての評価を行うことは適切である。
しかし、「婦人服」や「映画」といった異なるジャンルの店舗の場合、通常、異なる特徴
項目についての評価を行った方が適切である。
【００４６】
　そこで、ここで述べる実施形態では、個々のジャンルコードごとに、それぞれ特定の特
徴項目を予め定めている。たとえば、図４(a) ，(b) ，(c) に示す店舗評価情報は、いず
れも「イタリア料理」なるジャンルの店舗についてのものであるので、格式、ボリューム
、価格という特徴項目を設定しており、図４(d) ，(e) ，(f) に示す店舗評価情報は、い
ずれも「婦人服」なるジャンルの店舗についてのものであるので、モダン（取り扱ってい
る品物のデザイン）、年齢（ターゲットの客層の年齢）、価格（提供品目の価格）という
特徴項目を設定しており、図４(g) ，(h) ，(i) に示す店舗評価情報は、いずれも「映画
」なるジャンルの店舗についてのものであるので、ゆったり（座席・館内のスペース）、
売店（売店の充実度）、深夜（深夜上映の回数）という特徴項目を設定している。
【００４７】
　もちろん、どのジャンルの店舗にどのような特徴項目を設定するかは、システムの設計
者が任意に決めるべき事項であり、異なるジャンルに同一の特徴項目を設定することも可
能である（たとえば、図４に示す例では、「価格」という特徴項目は、「イタリア料理」
と「婦人服」との双方のジャンルで設定されている）。また、図４に示す例では、いずれ
のジャンルについても３つの特徴項目が設定されているが、個々のジャンルについて、そ
れぞれいくつの特徴項目を設定するか、という事項も、システムの設計者が任意に決める
べき事項である。
【００４８】
　図５は、図４に例示された店舗評価情報に含まれる各評価値の概念を示す模式図である
。図の左側には、各特徴項目のタイトルが記載され、図の右側には、０～１００の評価値
を示す数直線が描かれている。このように、本発明で設定する特徴項目は、何らかの定量
的な評価が可能になる特徴であれば、どのような項目を設定してもかまわない。たとえば
、「価格」や「年齢」といった項目は、もともと定量的な数値として与えられるものなの
で、客観的な評価が可能であるが、本発明で設定する特徴項目は、必ずしも客観的な評価
が可能な項目にする必要はない。たとえば、図５の「モダン」なる特徴項目は「モダン」
と「クラシック」という両極端に位置する概念上の尺度を示す項目であり、評価値が１０
０の場合は「最もモダン寄り」であることを示し、評価値が０の場合は「最もクラシック
寄り」であることを示す。このような評価は、主観的な評価にならざるを得ないが、定量
的な評価が可能であれば、それが主観的な評価であっても差し支えない。
【００４９】
　本発明に係るシステムでは、各評価値は人間の主観的な判断によって与えられることに
なる。したがって、「価格」や「年齢」のように、客観的な数値に関連した特徴項目であ
っても、評価する人間の主観的判断によって評価値が定められる。図５に示すように、「



(14) JP 4426563 B2 2010.3.3

10

20

30

40

50

価格」や「年齢」の評価値も０～１００の範囲内の数値で表現され、具体的な価格の数値
や年齢の数値とは直接的な関係はない。「価格」が高いか安いか、といった評価基準は、
評価する人間によって異なるが、本発明では、何らかの定量的な評価値が定義できれば十
分である。また、図５に示す「年齢」なる項目も、概念上は、「熟年層向け」か「若年層
向け」かという主観的な評価を与えるものとなっている。結局、「価格」や「年齢」のよ
うに、客観的な数値に結びついた特徴項目であっても、実用上は、図５に示す例のように
、主観的な概念としての評価値を定義するのが好ましい。
【００５０】
　続いて、図１に示す利用者嗜好情報格納部１１０に格納される利用者嗜好情報Ｔについ
て説明する。この利用者嗜好情報Ｔは、様々な利用者について、それぞれの嗜好を示す情
報であり、ここに示す実施形態の場合、利用者を特定するための利用者ＩＤと、ジャンル
コードと、このジャンルコードに対応する特徴項目についての当該利用者の嗜好値と、を
含む情報になっている。ここで、ジャンルコードに対応する特徴項目は、店舗評価情報Ｅ
について設定された特徴項目に一致する。たとえば、上述した例の場合、「イタリア料理
」なるジャンルについては、格式、ボリューム、価格なる３つの特徴項目が設定されてい
たので、利用者嗜好情報Ｔにおいても、「イタリア料理」なるジャンルについては、全く
同じように、格式、ボリューム、価格なる３つの特徴項目が設定されることになる。
【００５１】
　図６は、利用者嗜好情報格納部１１０内に格納された利用者嗜好情報Ｔの構成例を示す
図である。図に示す情報は、いずれも利用者甲の嗜好情報である。すなわち、図６(a) に
示す利用者嗜好情報Ｔ甲１３は、利用者甲のジャンルコードＧ１３（イタリア料理）に関
する嗜好を示し、図６(b) に示す利用者嗜好情報Ｔ甲３２は、利用者甲のジャンルコード
Ｇ３２（婦人服）に関する嗜好を示し、図６(c) に示す利用者嗜好情報Ｔ甲４１は、利用
者甲のジャンルコードＧ４１（映画）に関する嗜好を示す。利用者の嗜好は嗜好値という
数値で表現されており、ここに述べる実施形態の場合、嗜好値は、前述した評価値と同様
に、０～１００の範囲内の値をとる。
【００５２】
　図４に示す同じジャンルの店舗評価情報と比較すればわかるように、「イタリア料理」
に関する利用者嗜好情報（図６(a) ）の特徴項目は、格式、ボリューム、価格であり、こ
れは「イタリア料理」に関する店舗評価情報（図４(a) ～(c) ）の特徴項目に一致する。
同様に、「婦人服」に関する利用者嗜好情報（図６(b) ）の特徴項目は、モダン、年齢、
価格であり、これは「婦人服」に関する店舗評価情報（図４(d) ～(f) ）の特徴項目に一
致し、「映画」に関する利用者嗜好情報（図６(c) ）の特徴項目は、ゆったり、売店、深
夜であり、これは「映画」に関する店舗評価情報（図４(g) ～(i) ）の特徴項目に一致す
る。
【００５３】
　もっとも、図４に示す店舗評価情報Ｅは、個々の店舗について、各特徴項目の評価値を
示すものであるが、図６に示す利用者嗜好情報は、利用者甲という特定の個人についての
各ジャンルごとの嗜好値を示すものである。このように、利用者嗜好情報Ｔに含まれる嗜
好値と、店舗評価情報Ｅに含まれる評価値とは、若干、意味合いが異なる値であるが、い
ずれも所定の特徴項目について、０～１００の範囲内の定量的な値を示す点で共通する。
たとえば、図６(a) に示す利用者嗜好情報Ｔ甲１３は、利用者甲が、「イタリア料理」と
いうジャンルに関して、フォーマルとカジュアルとのほぼ中間的な雰囲気の店が好みであ
り（格式：４５）、食材の量は多めがよく（ボリューム：７８）、価格は若干安めが好み
（価格：４２）という嗜好をもっていることを示している。
【００５４】
　図６には、利用者甲の３つのジャンルについての利用者嗜好情報を示したが、利用者嗜
好情報格納部１１０内には、必要に応じて、利用者甲の他のジャンルについての利用者嗜
好情報Ｔも格納される。また、利用者甲のみではなく、利用者乙や丙といった他の利用者
についても、同様に利用者嗜好情報Ｔが格納される。もちろん、各利用者について、すべ
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てのジャンルの利用者嗜好情報Ｔを用意する必要はなく、個々の利用者ごとにそれぞれ関
心のあるジャンルについて、利用者嗜好情報Ｔを用意すれば十分である。なお、ここでは
便宜上、利用者甲，乙，丙の利用者ＩＤとして、そのまま甲，乙，丙という漢字を用いた
例を説明するが、一般的には、個々の利用者ごとに、数字やアルファベットを用いた記号
からなる利用者ＩＤが定義される。
【００５５】
　＜＜＜　§２．第１の実施形態の店舗情報提供処理　＞＞＞
　さて、上述したように、同じジャンルに関して、店舗評価情報の特徴項目と利用者嗜好
情報の特徴項目とを同じにすると、同一の特徴項目についての嗜好値と評価値とを比較す
る処理を行うことができる。図１に示す店舗情報提供部１３０は、このような比較処理を
行うことにより、個々の利用者の嗜好に合致した店舗情報を取捨選択して提供する機能を
有している。すなわち、店舗情報提供部１３０は、利用者から特定の検索条件に合致する
店舗情報の提供要求を受けたときに、「利用者嗜好情報格納部１１０に格納されている当
該利用者の利用者嗜好情報Ｔ」と「店舗評価情報格納部１２０に格納されている様々な店
舗についての店舗評価情報Ｅ」とを、同一のジャンルコードを含むもの同士で比較する。
そして、その結果、与えられた検索条件に合致し、かつ、当該利用者に適した店舗情報を
取捨選択し、選択された店舗情報を店舗情報格納部１００から抽出して、これを当該利用
者の端末装置に提供する処理を実行する。
【００５６】
　店舗情報提供部１３０による基本的な検索機能自体は、Ｗｅｂページ用検索サイトで用
いられている一般的な検索エンジンの機能と同じである。たとえば、利用者が、何らかの
キーワードを検索条件として入力すると、店舗情報格納部１００内に格納されている店舗
情報（Ｗｅｂページ用のコンテンツデータ）の中から、このキーワードに関連した店舗情
報が検索されることになる。このような検索処理を可能にするためには、予め、店舗情報
格納部１００内に格納されている個々の店舗情報について、その内容から、検索用キーワ
ードをピックアップして保存する作業を行っておけばよい。このような一般的な検索エン
ジンの機能は、既に公知の技術であるため、ここでは詳しい説明は省略する。
【００５７】
　ここに示す実施形態では、利用者は、店舗情報提供部１３０に対して所望の店舗情報の
提供要求を行う場合、まず、利用者ＩＤを入力してログインした後、検索用のキーワード
の入力を行う。したがって、店舗情報提供部１３０は、利用者から店舗情報の提供要求を
受けたときに、当該利用者を特定することができ、与えられた検索条件に合致し、かつ、
当該利用者に適した店舗情報を取捨選択することができる。
【００５８】
　図７は、利用者甲が店舗情報提供部１３０に対してログインした後、検索キーワードと
して「イタリアン」，「レストラン」，「渋谷」なる語句を入力して店舗情報の提供要求
を行った場合に、店舗情報提供部１３０から提示される店舗情報の概要リストの一例を示
す図である。利用者甲が「イタリアン」，「レストラン」，「渋谷」なるキーワードの入
力を行うと、店舗情報提供部１３０は、まず、一般的な検索エンジンの機能により、当該
キーワードにヒットする店舗情報（コンテンツデータ）の検索を行う。続いて、検索結果
として得られた個々の店舗情報に対応する店舗評価情報Ｅを店舗評価情報格納部１２０か
ら読み出す一方、利用者甲についての同じジャンルの利用者嗜好情報Ｔを利用者嗜好情報
格納部１１０から読み出し、両者を比較して、取捨選択を行う。
【００５９】
　図７に示す表示例は、こうして選択された店舗情報の概要リストである。この概要リス
トに掲載されている事項は、各店舗情報の内容の一部分（概要部分）のみであるが、この
概要リストを閲覧した利用者甲が、関心のある店舗部分をクリックする操作を行うと、本
来の店舗情報全文が表示されることになる。たとえば、当該リストの一番目に表示されて
いる「１．ゆでたてスパゲティの店ＸＹＺ」なるタイトル部分をクリックする操作を行う
と、図２(b) に示すような本来のＷｅｂページへ移行することになる。このように、検索
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結果として、まず概要リストを提示し、利用者が、このリストの中から１つの店舗を特定
した場合に、当該店舗の本来の店舗情報をＷｅｂページとして表示する技術は、既に公知
の技術であるため、ここでは詳しい説明は省略する。
【００６０】
　ここでは、一般的な検索エンジンの機能により、「イタリアン」，「レストラン」，「
渋谷」なるキーワードに対して、図２(a) ，(b) ，(c) に示す店舗情報Ｓ１３０１，Ｓ１
３０２，Ｓ１３０３がヒットして抽出された場合を考えよう。この場合、店舗情報提供部
１３０は、まず、店舗評価情報格納部１２０から、上記各店舗に対応した店舗評価情報Ｅ
１３０１，Ｅ１３０２，Ｅ１３０３（図４(a) ，(b) ，(c) ）を読み出す。これらの店舗
評価情報内のジャンルコードはＧ１３（イタリア料理）であるので、店舗情報提供部１３
０は、利用者嗜好情報格納部１１０から、検索を行った利用者と同一の利用者ＩＤ：甲を
もち、同一のジャンルコード：Ｇ１３をもつ利用者嗜好情報Ｔ甲１３（図６(a) ）を読み
出す。そして、両者を比較して、各店舗情報Ｓ１３０１，Ｓ１３０２，Ｓ１３０３のそれ
ぞれが、利用者甲に適したものである否かの取捨選択が行われる。
【００６１】
　図６(a) に示す利用者嗜好情報Ｔ甲１３によると、利用者甲は、「イタリア料理」なる
ジャンルに関して、格式：４５，ボリューム：７８，価格：４２という嗜好値を有してい
ることが認識できる。そこで、店舗情報提供部１３０は、図４(a) ，(b) ，(c) に示す各
店舗評価情報Ｅ１３０１，Ｅ１３０２，Ｅ１３０３の中から、上記各嗜好値に近い評価値
をもつものを選択し、選択された店舗評価情報に対応する店舗情報を概要リストに含ませ
る処理を行う。図７のリストの一番目に表示されている「１．ゆでたてスパゲティの店Ｘ
ＹＺ」という店舗情報の概要は、このようにして選択されたものである。
【００６２】
　なお、「イタリアン」，「レストラン」，「渋谷」なるキーワードに対して、たまたま
図２(e) に示す店舗情報Ｓ３２０２（「婦人服」なるジャンルの店舗情報）がヒットして
抽出されてしまった場合には、これに対応する店舗評価情報は、図４(e) に示す店舗評価
情報Ｅ３２０２ということになる。そこで、この店舗評価情報Ｅ３２０２の各評価値と、
同一のジャンルに係る利用者嗜好情報Ｔ甲３２（図６(b) ）の嗜好値との比較が行われる
。なお、同一のジャンルに係る利用者嗜好情報が用意されていない場合には、嗜好値と評
価値との比較を行うことができない。このように比較ができない場合には、当該店舗情報
を失格扱いとして、利用者への提供対象として選択しないようにしてもよいし、逆に、新
ジャンルの店舗情報として、利用者への提供対象として選択するようにしてもよい。
【００６３】
　結局、店舗情報提供部１３０は、店舗情報格納部１００に格納されている多数の店舗情
報を２つのふるいにかけて取捨選択し、最終的に選択された店舗情報を概要リストに掲載
して提示する処理を行うことになる。ここで、第１のふるいは、利用者が入力した検索条
件（上述の例の場合、キーワード）であり、第２のふるいは、利用者嗜好情報Ｔと店舗評
価情報Ｅとの比較である。このように２つのふるいを通って吟味された店舗情報のみが利
用者に提示されることになるので、利用者の嗜好を反映させた情報提供が可能になる。
【００６４】
　上記第２のふるいによる取捨選択の基準は、対比対象となる利用者嗜好情報Ｔと店舗評
価情報Ｅとの類似度、すなわち、対比対象となる個々の特徴項目の嗜好値と評価値との近
似度ということになる。ここに示す実施形態の場合、各嗜好値によって定義される嗜好ベ
クトルと、各評価値によって定義される評価ベクトルとを定義し、両者の近似の程度に基
づいて、上記第２のふるいによる取捨選択を行っている。これを、具体例で示そう。
【００６５】
　いま、第１のふるい（たとえば、「イタリアン」，「レストラン」，「渋谷」なるキー
ワードの入力）によって、図２(a) ，(b) ，(c) に示す３つの店舗情報Ｓ１３０１，Ｓ１
３０２，Ｓ１３０３が選択された場合を考える。第２のふるいは、これら３つの店舗情報
の中から、利用者に適したもののみを選択する処理であり、具体的には、図６(a) に示す
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利用者嗜好情報Ｔ甲１３と、図４(a) ，(b) ，(c) に示す３つの店舗評価情報Ｅ１３０１
，Ｅ１３０２，Ｅ１３０３とを相互に比較する処理ということになる（ジャンルコードが
同一のもの同士を比較することになる）。この比較は、図８に示すベクトル空間上で行わ
れる。このベクトル空間は、「イタリア料理」なるジャンルについて定義された３種類の
特徴項目、格式・ボリューム・価格を各座標軸にとった三次元座標空間であり、図示のと
おり、各座標軸には、評価値もしくは嗜好値の設定範囲である０～１００の値が定義され
ている。
【００６６】
　利用者嗜好情報Ｔおよび店舗評価情報Ｅは、いずれもこのベクトル空間内のベクトルと
して定義できる。たとえば、図６(a) に示す利用者嗜好情報Ｔ甲１３は、原点Ｏから座標
値（４５，７８，４２）で示される点Ｔ０へ向かう嗜好ベクトルＶｔ０として定義され、
図４(a) に示す店舗評価情報Ｅ１３０１は、原点Ｏから座標値（９５，２０，８０）で示
される点Ｅ１へ向かう評価ベクトルＶｅ１として定義され、図４(b) に示す店舗評価情報
Ｅ１３０２は、原点Ｏから座標値（２０，８３，３２）で示される点Ｅ２へ向かう評価ベ
クトルＶｅ２として定義され、図４(c) に示す店舗評価情報Ｅ１３０３は、原点Ｏから座
標値（５３，６２，５１）で示される点Ｅ３へ向かう評価ベクトルＶｅ３として定義され
る。
【００６７】
　２つのベクトルの近似の程度は、両者の先端点の座標空間上のユークリッド距離によっ
て定義することができる。たとえば、嗜好ベクトルＶｔ０と評価ベクトルＶｅ１との近似
の程度は、２点Ｔ０－Ｅ１間の距離で示される。距離が短いほど、近似の程度が高いこと
になる。上記第２のふるいによる取捨選択は、利用者の嗜好ベクトルと個々の店舗の評価
ベクトルとの近似の程度（先端点間距離）に基づいて行うことができる。取捨選択の基準
は、種々の方法で設定可能である。たとえば、「先端点間距離が所定値α以下（近似の程
度が所定レベル以上）である店舗に係る店舗情報のみを提示対象として選択する」という
基準を設定すれば、利用者の嗜好値に近い評価値を有しているか否かという絶対的な基準
に基づく選択が行われる。これに対して、「先端点間距離の短い順にソートして、上位ｍ
個の店舗に係る店舗情報のみを提示対象として選択する」という基準を設定すれば、第１
のふるいを通った店舗情報のうち、近似の程度の高い順にｍ個の店舗情報を選択するとい
う相対的な基準に基づく選択が行われる。
【００６８】
　このように、特徴項目が３つ存在する場合には、図８に示すような三次元座標空間上で
ベクトルの比較が行われるが、特徴項目が４つ存在する場合には、四次元座標空間上でベ
クトルの比較を行えばよい。同様に、店舗評価情報格納部１２０に、複数Ｎ個の特徴項目
のそれぞれについての評価値を含む店舗評価情報Ｅが格納されており、利用者嗜好情報格
納部１１０に、複数Ｎ個の特徴項目のそれぞれについての嗜好値を含む利用者嗜好情報Ｔ
が格納されていた場合の一般論に拡張した場合には、次のような方法で第２のふるいの取
捨選択を行えばよい。すなわち、店舗情報提供部１３０が、利用者から店舗情報の提供要
求を受けたときに、「当該利用者の利用者嗜好情報Ｔに含まれているＮ個の特徴項目のそ
れぞれについての嗜好値を、Ｎ次元座標系の各座標軸にとることにより得られる嗜好ベク
トル」と、「第１のふるいを通った各店舗の店舗評価情報Ｅに含まれているＮ個の特徴項
目のそれぞれについての評価値を、Ｎ次元座標系の各座標軸にとることにより得られる評
価ベクトル」とを比較し、両ベクトルの近似の程度（先端点間距離）に基づいて、店舗情
報の取捨選択を行えばよい。
【００６９】
　なお、こうして第２のふるいを通った複数の店舗情報を、図７に示すような概要リスト
として提示する際には、ベクトルの近似の程度の高い順（先端点間距離の短い順）にソー
トして、提示するのが好ましい。これは、図７に示すようなリストの提示を受けた利用者
は、通常、リストの上の方にある項目を優先的に選択してクリックする傾向があるためで
ある。近似の程度の高い順にソートして提示すれば、近似の程度の高い項目ほど選択され
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る確率が高くなる。
【００７０】
　＜＜＜　§３．第１の実施形態の更新処理　＞＞＞
　さて、§１および§２では、図１に示す情報提供システムにおける店舗情報格納部１０
０、利用者嗜好情報格納部１１０、店舗評価情報格納部１２０、店舗情報提供部１３０の
基本機能を説明し、これら各部の機能により、利用者の嗜好を反映させた情報提供を行う
ことが可能になることを述べた。しかし、利用者の嗜好を正確に把握し、利用者の嗜好を
正確に反映させた情報提供を行うためには、上記構成要素だけでは不十分である。その理
由は、利用者嗜好情報格納部１１０内に、個々の利用者の嗜好を正確に把握した利用者嗜
好情報Ｔを用意することが、現実的には困難であるためである。もちろん、Ｗｅｂページ
上でのアンケート調査により、趣味や興味のある事項を利用者に入力してもらうような運
用も従来から行われているが、このような調査では、§１で述べたようなきめの細かな利
用者の嗜好情報を収集することは困難である。
【００７１】
　たとえば、図６には、利用者甲の３つのジャンルについての利用者嗜好情報を例示した
。この例では、各ジャンルにはそれぞれ３つの特徴項目が設定されているため、３つのジ
ャンルについての利用者嗜好情報を用意するためには、合計９つの特徴項目のそれぞれに
ついて０～１００の範囲をとる所定の嗜好値を設定しなければならない。各ジャンルごと
の特徴項目の数がより多い場合や、多数のジャンルについての嗜好情報をそれぞれ用意す
る必要がある場合には、設定すべき嗜好値の数は更に増えることになる。しかも、各利用
者の嗜好値は、利用者個人個人でなければ知り得ない情報なので、利用者嗜好情報格納部
１１０内に各利用者の利用者嗜好情報Ｔを用意するには、個々の利用者に、嗜好値の設定
入力を行ってもらう必要がある。このような手間のかかる入力作業をアンケートとして利
用者に行ってもらうことは現実的ではない。また、利用者の嗜好は、時間の経過とともに
変遷するものであるから、利用者の各時点における嗜好を正確に把握するためには、頻繁
に嗜好値の修正を行ってもらう必要がある。個々の一般利用者に対して、そのような労力
を課することは極めて困難である。
【００７２】
　本発明に係る情報提供システムの重大な特徴は、利用者嗜好情報格納部１１０内に格納
されている各利用者の利用者嗜好情報Ｔを自動更新する仕組みが備わっている点である。
図１に示す嗜好値更新部１４０および関心店舗記録部１５０は、この仕組みを実現するた
めの構成要素である。
【００７３】
　関心店舗記録部１５０は、利用者により特定の店舗に対する関心が示されたときに、個
々の利用者ごとに、当該特定の店舗の店舗ＩＤを、関心店舗ＩＤとして蓄積記録する処理
を行う。「利用者により特定の店舗に対する関心が示された」という事実を認識するため
の具体的な手法は後述するが、利用者が特定の店舗に関心を示すたびに、当該店舗の店舗
ＩＤが、関心店舗記録部１５０に蓄積記録されてゆくことになる。ここに示す実施形態の
場合、前述したとおり、店舗情報（Ｗｅｂコンテンツデータ）を特定するためのコンテン
ツＩＤをそのまま店舗ＩＤとして利用しているので、関心店舗記録部１５０には、コンテ
ンツＩＤが店舗ＩＤとして蓄積記録されることになる。
【００７４】
　図９は、関心店舗記録部１５０内に記録された関心店舗ＩＤの一例を示す図である。図
示の例は、特定の利用者１人（たとえば、利用者甲）についての記録内容を示しており、
関心店舗記録部１５０内には、このような記録が、個々の利用者ごとにそれぞれ行われる
ことになる。また、図示の例では、個々のジャンルごとに関心店舗ＩＤの記録が行われて
おり、しかも関心店舗ＩＤを記録する際に記録時の時間情報も併せて記録されるようにし
てある。具体的には、図９には、「Ｇ１３：イタリア料理」なるジャンルと「Ｇ３２：婦
人服」なるジャンルについて、それぞれ関心店舗ＩＤが時間情報とともに記録された例が
示されている。たとえば、「Ｇ１３：イタリア料理」なるジャンルについての「Ｓ１３８
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０（２００６／１１／２５）」なる記録内容は、店舗ＩＤ「Ｓ１３８０」（コンテンツＩ
Ｄ）が２００６年１１月２５日に関心店舗ＩＤとして記録された事実を示すものである。
これは、この利用者が、２００６年１１月２５日に、店舗ＩＤ「Ｓ１３８０」に対応する
店舗に関心を示したことを意味する。なお、本願において、「店舗に関心を示した」とは
、店舗それ自体に直接関心を示した場合のみならず、当該店舗のＷｅｂコンテンツなどに
関心を示すことによって間接的に当該店舗に関心を示した場合も含むものである。
【００７５】
　結局、関心店舗記録部１５０内に図９に示すような記録が行われていた場合、この利用
者は、これまでに、「Ｇ１３：イタリア料理」なるジャンルに関しては、「Ｓ１３８０」
，「Ｓ１３６４」，「Ｓ１３０２」なる関心店舗ＩＤで特定される店舗に関心を示し、「
Ｇ３２：婦人服」なるジャンルに関しては、「Ｓ３２０３」，「Ｓ３２１８」なる関心店
舗ＩＤで特定される店舗に関心を示したことになる。
【００７６】
　嗜好値更新部１４０は、この関心店舗記録部１５０内に蓄積記録された情報に基づいて
、利用者嗜好情報格納部１１０内の利用者嗜好情報Ｔを更新する処理を行う。すなわち、
嗜好値更新部１４０は、個々の利用者ごとに、関心店舗記録部１５０に記録されている「
更新対象となる所定のジャンルの関心店舗ＩＤ」を更新用店舗ＩＤとして抽出し、店舗評
価情報格納部１２０から当該更新用店舗ＩＤを含む店舗評価情報Ｅを更新用店舗評価情報
として抽出し、この更新用店舗評価情報の評価値に基づいて、利用者嗜好情報格納部１１
０に格納されている当該利用者についての更新対象となる所定のジャンルに関する利用者
嗜好情報Ｔの嗜好値を更新する。
【００７７】
　この処理を、図９に示す具体例について説明しよう。ここでは、この図９に示す関心店
舗記録部１５０に記録されている関心店舗ＩＤが、利用者甲について蓄積記録されたもの
であり、この利用者甲の「Ｇ１３：イタリア料理」なるジャンルを更新対象として更新処
理を行う場合を考える。嗜好値更新部１４０は、まず、関心店舗記録部１５０に記録され
ている「更新対象となる所定のジャンルの関心店舗ＩＤ」を更新用店舗ＩＤとして抽出す
る。すなわち、この場合の更新対象は「Ｇ１３：イタリア料理」なるジャンルであるから
、図９に示す関心店舗記録部１５０から、店舗ＩＤ「Ｓ１３８０」，「Ｓ１３６４」，「
Ｓ１３０２」が更新用店舗ＩＤとして抽出される。続いて、店舗評価情報格納部１２０か
らこの更新用店舗ＩＤ「Ｓ１３８０」，「Ｓ１３６４」，「Ｓ１３０２」を含む店舗評価
情報「Ｅ１３８０」，「Ｅ１３６４」，「Ｅ１３０２」が、更新用店舗評価情報として抽
出される。図１０の上段は、こうして抽出された更新用店舗評価情報の一例を示す。最後
に、こうして抽出された更新用店舗評価情報の評価値に基づいて、利用者嗜好情報格納部
１１０に格納されている当該利用者甲についての更新対象となる「Ｇ１３：イタリア料理
」なるジャンルに関する利用者嗜好情報Ｔ甲１３の嗜好値の更新が行われる。図１０の下
段は、こうして更新された利用者嗜好情報Ｔ甲１３の一例を示す。
【００７８】
　このような更新処理によって得られる利用者嗜好情報Ｔ甲１３は、利用者甲の嗜好を十
分に反映したものになる。図１０の上段に示す各店舗評価情報「Ｅ１３８０」，「Ｅ１３
６４」，「Ｅ１３０２」は、利用者甲が関心を示した店舗に関する各特徴項目の評価値を
示すものである。したがって、利用者甲の各特徴項目に関する嗜好値は、これら店舗の各
特徴項目の評価値に近いものと予想される。そこで、嗜好値更新部１４０は、この更新用
店舗評価情報「Ｅ１３８０」，「Ｅ１３６４」，「Ｅ１３０２」に基づいて、利用者嗜好
情報Ｔ甲１３の各特徴項目ごとの新たな嗜好値を決定する処理を行うのである。
【００７９】
　ここに示す実施形態では、更新用店舗評価情報「Ｅ１３８０」，「Ｅ１３６４」，「Ｅ
１３０２」の各特徴項目ごとの評価値の平均値を、利用者嗜好情報Ｔ甲１３の同じ特徴項
目についての新たな嗜好値とする更新処理を実行している。たとえば、図１０の下段に示
された利用者嗜好情報Ｔ甲１３の特徴項目「格式」の嗜好値３６は、図１０の上段に示さ
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れた更新用店舗評価情報「Ｅ１３８０」，「Ｅ１３６４」，「Ｅ１３０２」の特徴項目「
格式」の各評価値３８，５０，２０の平均値として求められた値である。
【００８０】
　なお、上述した更新処理を実行する場合、関心店舗記録部１５０に記録されている「更
新対象となる所定のジャンルの関心店舗ＩＤの全部」を更新用店舗ＩＤとして抽出する代
わりに、関心店舗記録部１５０に記録されている「更新対象となる所定のジャンルの関心
店舗ＩＤの一部」を更新用店舗ＩＤとして抽出してもよい。特に、ここに述べる実施形態
の場合、前述したとおり、関心店舗記録部１５０は、関心店舗ＩＤを記録する際に記録時
の時間情報を併せて記録している。そこで、嗜好値更新部１４０は、関心店舗記録部１５
０に記録されている関心店舗ＩＤのうち、記録時が所定期間内のもののみを更新用店舗Ｉ
Ｄとして抽出することが可能である。
【００８１】
　たとえば、現時点を基準として、過去３ヶ月以内に記録された関心店舗ＩＤのみを更新
用店舗ＩＤとして抽出するようにすれば、最近３ヶ月の間に関心を示した店舗の評価値の
みを参照した更新が可能になる。一般に、利用者の嗜好は時とともに変遷することが少な
くない。関心店舗記録部１５０には、関心店舗ＩＤが逐次記録されてゆくことになるが、
１年も前に記録された関心店舗ＩＤは、もはや利用者の関心の的にはなっていない可能性
もある。上述の例のように、過去３ヶ月以内に記録された関心店舗ＩＤのみを更新用店舗
ＩＤとして抽出するようにすれば、常に、最近の新しい嗜好のみを反映した利用者嗜好情
報の更新が可能になる。もちろん、この場合、３ヶ月以上前に記録された関心店舗ＩＤは
逐次消去するようにしてかまわない。
【００８２】
　また、関心店舗ＩＤの記録時を利用して、重みづけ平均値を求めるようなことも可能で
ある。図１０に示す例では、各評価値の単純な平均値を新たな嗜好値として更新を行って
いたが、たとえば、より最近に記録された関心店舗ＩＤについての評価値に、より大きな
重みをつけるようにして重みづけ平均値を算出し、これを新たな嗜好値として更新を行う
ようにすれば、より最近の嗜好に重みをおいた利用者嗜好情報を得ることができる。
【００８３】
　＜＜＜　§４．第１の実施形態の関心認識処理　＞＞＞
　続いて、関心店舗記録部１５０により、「利用者により特定の店舗に対する関心が示さ
れた」という事実を認識するための具体的な手法をいくつか述べておく。§２で述べたと
おり、店舗情報提供部１３０は、利用者端末に対して、たとえば図７に示すような店舗情
報の概要リストを提示する。そして、この概要リストを閲覧した利用者が、関心のある店
舗部分をクリックする操作を行うと、本来の店舗情報全文が表示されることになる。たと
えば、図７において「１．ゆでたてスパゲティの店ＸＹＺ」なるタイトル部分をクリック
する操作を行うと、図２(b) に示すような本来のＷｅｂページへと移行することになる。
【００８４】
　店舗情報提供部１３０によって実行される上記処理は、結局、「検索条件に合致し、か
つ、利用者に適した複数の店舗情報を選択し、選択した各店舗情報の概要のみを羅列した
リストを提供する第１の提供ステップ」と、「このリストの中から利用者が指定した店舗
に係る店舗情報の全内容を提供する第２の提供ステップ」との２段階の処理から構成され
ている。ここで、第２の提供ステップへの移行は、利用者の指定操作（クリック操作）に
基づいて行われていることは重要である。
【００８５】
　たとえば、利用者によって、図７における「１．ゆでたてスパゲティの店ＸＹＺ」なる
タイトル部分をクリックする操作が行われた場合、それは当該利用者が、当該店舗に関心
を示したことを意味する。この場合、この利用者は、この概要リストにおける「ゆでたて
スパゲティの店ＸＹＺ」の説明文に記載されている「ボリューム満点」、「ランチ６５０
円から」、「お子様連れでも気楽に入れる明るい店内」といった特徴を参考にして、当該
店舗に関心を示したものと推定される。そこで、このように、利用者の指定に基づき店舗
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情報提供部１３０により第２の提供ステップが実施されたときには、当該第２の提供ステ
ップで店舗情報が提供された店舗の店舗ＩＤを、当該利用者についての関心店舗ＩＤとし
て蓄積記録するようにすればよい。具体的には、店舗情報提供部１３０が、第２の提供ス
テップを実行する際に、関心店舗記録部１５０に対して、利用者が指定した店舗の店舗Ｉ
Ｄ（この実施形態の場合は、コンテンツＩＤ）を送信すればよい。
【００８６】
　「利用者による関心」を認識するための別な方法は、特定の店舗に関心がある旨の報告
を利用者自身によって行ってもらう方法である。たとえば、利用者が端末装置を用いて、
店舗情報提供部１３０から提供される様々な店舗のＷｅｂページ（店舗情報）を閲覧して
いるときに、もし関心をもったＷｅｂページに遭遇したら、現在閲覧中のＷｅｂページに
関心をもったことを、何らかの方法で店舗情報提供部１３０へ報告してもらえばよい。た
とえば、店舗情報提供部１３０が各店舗のＷｅｂコンテンツデータを利用者端末に提供す
る際に、「関心」ボタンを表示するためのデータを併せて送信するようにし、利用者が「
関心」ボタンをクリックした場合に、関心を示す報告があったものとして取り扱うように
すればよい。「関心」ボタンのクリックが検知された場合、店舗情報提供部１３０が、利
用者が現在閲覧中のＷｅｂページに係る店舗ＩＤを関心店舗記録部１５０に送信するよう
にすれば、当該店舗ＩＤを関心店舗ＩＤとして、関心店舗記録部１５０に記録することが
できる。
【００８７】
　もちろん、「利用者による関心」は、利用者によるＷｅｂページの閲覧によってのみ示
されるものではない。たとえば、利用者が、特定の店舗を実際に利用した場合（たとえば
、レストランで実際に食事をした場合）に、その旨を関心店舗記録部１５０に対して報告
してもらうような運用をとれば、当該利用者が当該店舗に対して関心をもっていることを
認識でき、当該店舗の店舗ＩＤを関心店舗記録部１５０に記録することができる。具体的
には、店舗情報提供部１３０が各店舗のＷｅｂコンテンツデータをＷｅｂページとして利
用者端末に提供した場合に、利用者の操作により、特定のＷｅｂページを店舗情報提供部
１３０内に登録することができるようにしておけばよい。そうすれば、利用者は、種々の
店舗のＷｅｂページを閲覧しながら、利用したいと思った店舗を発見したら、当該店舗の
Ｗｅｂページを登録する操作を行うことができる。そして、実際にその店舗を利用した場
合には、登録しておいたＷｅｂページを呼び出し、当該Ｗｅｂページ上で実際に利用した
旨の報告を行うようにすればよい。このような報告があった場合には、当該Ｗｅｂページ
に係る店舗ＩＤを関心店舗記録部１５０に送信するようにすれば、当該店舗ＩＤを関心店
舗ＩＤとして、関心店舗記録部１５０に記録することができる。
【００８８】
　あるいは、利用者が携帯端末装置（たとえば、携帯電話機）を所持しており、店舗情報
提供部１３０が、この携帯端末装置に対して店舗情報を提供しているような場合であれば
、携帯端末装置の位置を検知することにより、特定の店舗が利用された旨の判断を行うこ
とが可能になる。すなわち、この携帯端末装置の位置を認識する機能をもった位置認識装
置を用意しておき、この位置認識装置から関心店舗記録部１５０に、認識した位置の情報
を送信させる。関心店舗記録部１５０は、この位置の情報に基づいて、利用者が特定の店
舗の所在位置に来訪したことを認識することができるので、その場合には、当該利用者が
当該店舗を利用したものと判断し、当該店舗の店舗ＩＤを関心店舗ＩＤとして蓄積記録す
ることができる。
【００８９】
　たとえば、利用者が、ＧＰＳ機能付きの携帯端末装置を所持している場合、携帯端末装
置は、このＧＰＳ機能を利用して、自分自身の位置（たとえば、緯度経度情報）を認識す
ることができる。そこで、所定のタイミングもしくは所定周期で、携帯端末装置が自分の
位置情報を関心店舗記録部１５０へと報告するようにしておく。一方、関心店舗記録部１
５０には、個々の店舗の位置情報（たとえば、緯度経度情報）を格納しておく。そうすれ
ば、関心店舗記録部１５０は、携帯端末装置から報告された位置情報が、特定の店舗の位
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置情報に一致したときに、当該携帯端末装置を所持する利用者が当該店舗を利用したもの
と判断することができ、当該店舗の店舗ＩＤを関心店舗ＩＤとして蓄積記録することがで
きる。なお、より正確な判断を行うために、当該店舗の位置に所定時間以上（たとえば、
レストランの場合は、食事に必要な時間以上）にわたって滞在した場合に限り、当該店舗
を利用したという判断を行うようにしてもよい。
【００９０】
　また、店舗が遊園地のような広い敷地を有する場合は、かなり精度の低い位置情報であ
っても、利用者が当該店舗（遊園地）を利用した旨の判断が可能になる。したがって、Ｇ
ＰＳのような精度の高い位置認識装置を用いないでも、同様の判断が可能である。たとえ
ば、携帯電話機は所定周期で基地局と交信しているので、「特定の利用者の所持する携帯
電話機と交信した」という事実を各基地局から報告してもらうようにすれば、基地局の設
置密度に応じた精度で、特定の利用者の現在位置を認識することができる。したがって、
遊園地のような広い敷地を有する店舗について、店舗の利用があったことを認識できる。
【００９１】
　別なアプローチは、所定の店舗に設置されている店舗設置装置と利用者が所持する携帯
端末装置との間で交信が行われた場合に、関心店舗記録部１５０が、この店舗設置装置も
しくは携帯端末装置からの通知を受けて、当該利用者が当該店舗を利用したとの判断を行
う方法である。この場合も、当該店舗の店舗ＩＤを関心店舗ＩＤとして蓄積記録すること
ができる。
【００９２】
　具体的には、多くの店舗には、店舗利用に対する対価の支払処理を行う支払処理装置（
たとえば、クレジットカードやプリペイドカード用の課金処理装置）が設置されている。
最近では、携帯電話機などの携帯端末装置に、クレジットカードやプリペイドカードの機
能をもたせる技術が実用化されており、利用者は、自分が所持する携帯端末装置と店舗に
設置された支払処理装置とを無線交信させて、支払処理を行うことができる。利用者が、
このような方法で店舗において支払処理を実行したときに、当該利用者が所持する携帯端
末装置と店舗に設置された支払処理装置とが交信した旨の事実を、当該携帯端末装置から
もしくは当該支払処理装置から関心店舗記録部１５０へと報告させるようにする。そうす
れば、関心店舗記録部１５０は、どの利用者がどの店舗を利用したか、という事実を把握
することができるので、当該店舗の店舗ＩＤを関心店舗ＩＤとして蓄積記録することがで
きる。
【００９３】
　なお、利用者が所持する携帯端末装置と交信する機能をもった店舗設置装置は、上述し
た支払処理装置に限られるものではない。たとえば、遊園地や映画館などの入場ゲートを
通過するためのパスとして、携帯電話機などの携帯端末装置が利用されている。この場合
、入場ゲートには、利用者が所持する携帯端末装置と無線交信するゲート管理装置が設置
されている。そこで、利用者が、このようなゲート管理装置が設置された入場ゲートを通
過して店舗へ入ったときに、当該利用者が所持する携帯端末装置と店舗に設置されたゲー
ト管理装置とが交信した旨の事実を、当該携帯端末装置からもしくは当該ゲート管理装置
から関心店舗記録部１５０へと報告させるようにする。そうすれば、関心店舗記録部１５
０は、どの利用者がどの店舗を利用したか、という事実を把握することができるので、当
該店舗の店舗ＩＤを関心店舗ＩＤとして蓄積記録することができる。
【００９４】
　＜＜＜　§５．第１の実施形態の運用手順　＞＞＞
　これまで、図１に示す第１の実施形態に係る情報提供システムの各構成要素の機能を個
別に述べてきた。ここでは、このシステム全体の運用手順を説明する。
【００９５】
　このシステムを動作させるためには、まず、店舗情報格納部１００内に、個々の店舗ご
との店舗情報（この実施形態の場合は、Ｗｅｂページを提示するためのＷｅｂコンテンツ
データ）を用意しておく必要がある。もっとも、この店舗情報格納部１００は、本システ
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ム専用のものである必要はないので、実用上は、既存のＷｅｂサーバをそのまま転用する
ことが可能である。すなわち、現在、多くの店舗がそれぞれ独自のＷｅｂサーバを用いて
、Ｗｅｂページのサイトを開設している。図１に示す店舗情報格納部１００は、これらの
サイトを提供する既存のＷｅｂサーバの集合体をそのまま流用することが可能なので、本
システムを構築するために新たなＷｅｂサーバを設置する必要はない。
【００９６】
　一方、利用者嗜好情報格納部１１０および店舗評価情報格納部１２０は、本システムに
固有の構成要素であり、本システムを構築する上では、新たに設置する必要がある。§１
で述べたとおり、利用者嗜好情報格納部１１０内には、個々の利用者ごと、かつ、個々の
ジャンルごとに、それぞれ利用者嗜好情報Ｔを格納しておく必要があり、店舗評価情報格
納部１２０内には、個々の店舗ごとに（ここに示す実施形態の場合は、個々のＷｅｂコン
テンツごとに）、それぞれ店舗評価情報Ｅを格納しておく必要がある。
【００９７】
　§３で述べたとおり、利用者嗜好情報格納部１１０内の利用者嗜好情報Ｔは、本システ
ムを運用している間に、嗜好値更新部１４０によって自動的に更新されてゆく。しかしな
がら、運用初期段階には、何らかの利用者嗜好情報Ｔを用意しておく必要がある。そこで
、実用上は、すべての利用者のすべてのジャンルのすべての特徴項目の嗜好値として、何
らかのデフォルト値を定義し、このデフォルト値が定義された利用者嗜好情報Ｔを利用者
嗜好情報格納部１１０内に格納しておくようにすればよい。たとえば、嗜好値＝５０（嗜
好値の数値範囲の中間値）をデフォルト値に定めておけば、運用初期段階では、いずれの
利用者のいずれのジャンルのいずれの特徴項目も嗜好値＝５０に設定されることになる。
また、本システム運用後に、新たに利用者となった者についても同様である。このような
新利用者については、すべての特徴項目の嗜好値＝５０とした利用者嗜好情報Ｔを用意し
て、利用者嗜好情報格納部１１０に格納すればよい。
【００９８】
　もちろん、初期段階でデフォルト値を設定する代わりに、個々の利用者にアンケート調
査を行い、各特徴項目についての嗜好値の初期値を自分自身で設定してもらうようにする
ことも可能である。ただ、前述したとおり、このようなアンケート調査を行うと、各利用
者に多大な労力を課することになるので、実用上は、上述したように、初期段階でデフォ
ルト値を設定するのが好ましい。初期段階でデフォルト値を設定したとしても、嗜好値更
新部１４０による最初の更新処理が実行されれば、利用者嗜好情報Ｔは、その時点で各利
用者の嗜好を反映した正しい嗜好値をもったものに修正されるので、大きな問題は生じな
い。
【００９９】
　なお、嗜好値更新部１４０による更新処理のタイミングは、システムの運用形態に応じ
て、種々の設定が可能である。たとえば、関心店舗記録部１５０に新たな関心店舗ＩＤが
記録されるたびに、当該関心店舗ＩＤに係る利用者およびジャンルに関する利用者嗜好情
報Ｔを更新する処理を行うことも可能である。あるいは、個々の利用者ごとに、１週間に
１回だけ更新を行う、というスケジュールを定め、このスケジュールに従って適宜更新を
行うようにすることもできる。
【０１００】
　一方、店舗評価情報格納部１２０内には、個々の店舗ごとに、それぞれ店舗評価情報Ｅ
を格納しておく必要がある。そこで、この第１の実施形態に係るシステムの場合、システ
ムの運用開始時までに、システムの運用管理者が、各店舗についての店舗評価情報Ｅを用
意する作業を行うようにする。店舗情報格納部１００内の各店舗情報（Ｗｅｂコンテンツ
データ）を閲覧しながら、ジャンルコードと各特徴項目についての評価値を入力する作業
を行えばよい。場合によっては、実際に店舗を訪問して、評価値を決めることできる。も
っとも、実用上は、§６で述べる第２の実施形態に係るシステムを構築するのが好ましい
。この第２の実施形態に係るシステムでは、利用者の投票行為によって、各店舗の評価値
が自動的に決定されるため、運用初期段階には、すべての店舗のすべての特徴項目につい
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て、たとえば、評価値＝５０のようなデフォルト値を与えておけば足りる。
【０１０１】
　＜＜＜　§６．第２の実施形態の構成とその特徴　＞＞＞
　これまで述べてきた第１の実施形態の特徴は、§３で述べたように、嗜好値更新部１４
０によって、利用者嗜好情報格納部１１０内の利用者嗜好情報Ｔが自動的に更新される点
である。ここで述べる第２の実施形態は、更に、店舗評価情報格納部１２０内の店舗評価
情報Ｅを自動的に更新する機能を付加したシステムに係るものである。
【０１０２】
　図１１は、この第２の実施形態に係る情報提供システムの基本構成を示すブロック図で
ある。この第２の実施形態に係るシステムは、図１に示すシステムに、評価値更新部１６
０と投票結果記録部１７０を付加したものである。そこで、以下、これら２つの新たな構
成要素の機能について説明する。
【０１０３】
　まず、投票結果記録部１７０は、利用者から特定の店舗の特徴項目についての個人評価
値が投票されたときに、個々の店舗ごとに、当該投票結果を蓄積記録する機能をもった構
成要素である。具体的には、投票結果記録部１７０は、利用者端末に対して投票用のＷｅ
ｂページを提示するＷｅｂサーバと、この投票用のＷｅｂページ上で各利用者の個人評価
値（投票値）を入力する入力部と、投票結果を記憶する記憶部と、によって構成すること
ができる。
【０１０４】
　図１２は、この投票結果記録部１７０によって、利用者端末の画面上に提示される投票
用画面（Ｗｅｂページ）の一例を示す図である。図示の例は、「ゆでたてスパゲティの店
ＸＹＺ」なる店舗に関する評価値を、利用者甲が投票するための画面である。利用者甲が
、利用者端末から投票結果記録部１７０に対して、「ゆでたてスパゲティの店ＸＹＺ」な
る店舗についての投票を行う旨の指示を与えると、図示のようなＷｅｂページ表示用のデ
ータが投票結果記録部１７０から利用者端末に対して送信される。利用者甲は、このＷｅ
ｂページ上で、評価対象となる「ゆでたてスパゲティの店ＸＹＺ」なる店舗についての各
特徴項目、すなわち、格式、ボリューム、価格の３つの項目について、それぞれ０～１０
０の範囲内の個人評価値を入力する。
【０１０５】
　図１２に示す例では、この個人評価値の入力作業を容易にするために、左側に、各特徴
項目のタイトルを表示し、その右側に、０～１００の評価値を示す数直線を表示するよう
にしてある。この数直線上の所定箇所には、黒い逆三角形で示されたマーカが配置されて
おり、利用者は、マウスなどを用いて、このマーカを左右にドラッグすることにより、０
～１００の範囲内の所望の個人評価値を設定することができる。利用者が、各特徴項目ご
とに、それぞれ所望の個人評価値を設定し、最後に、「投票」ボタンをクリックすると、
当該利用者が設定した個人評価値が、当該店舗についての個人評価情報として、投票結果
記録部１７０に記録されることになる。
【０１０６】
　この第２の実施形態に係るシステムを運用する場合は、個々の利用者に、各店舗を実際
に利用した場合には、当該店舗についての個人評価値の投票を行うよう協力を求める必要
がある。協力に応じる利用者は、利用者端末から投票結果記録部１７０へとアクセスし、
自分の利用者ＩＤと評価対象となる店舗ＩＤとを特定する入力を行い、投票を行う旨の指
示を与えればよい。
【０１０７】
　図１３の上段に、投票結果記録部１７０に記録された投票結果（個人評価情報）の一例
を示す。ここに示す３通りの個人評価情報は、いずれも店舗ＩＤ「Ｓ１３０２」で特定さ
れる「ゆでたてスパゲティの店ＸＹＺ」なる店舗に関するものであり、それぞれ甲，乙，
丙の３人の利用者による投票結果である。各個人評価情報は、店舗ＩＤと、利用者ＩＤと
、個人評価値（各特徴項目のそれぞれについての利用者個人の評価値）と、によって構成
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される。たとえば、一番左に示す個人評価情報Ｅ１３０２甲の場合、「店舗ＩＤ：Ｓ１３
０２」，「利用者ＩＤ：甲」，「個人評価値：格式１８，ボリューム８５，価格４１」な
るデータから構成されている。
【０１０８】
　なお、この投票は、匿名で行うようにしてもかまわない。その場合、利用者は、投票時
に利用者ＩＤを入力する必要はなく、個人評価情報内に利用者ＩＤを含ませる必要もない
。ただ、実用上は、悪戯によるデタラメな投票行為を防ぐために、利用者ＩＤを特定した
投票を行わせるようにするのが好ましい。もちろん、各個人評価値は、個々の利用者が当
該店舗を利用したときの主観的な印象に基づいて恣意的に決定する値であるので、個人個
人によって差が生じることになる。ただ、多数の利用者による投票が行われれば、評価の
精度はそれだけ向上することになる。
【０１０９】
　こうして、投票結果記録部１７０には、個々の店舗ごとに、多数の利用者による投票結
果がそれぞれ蓄積記録されてゆく。そこで、評価値更新部１６０は、個々の店舗ごとに、
この投票結果記録部１７０に記録されている投票結果を抽出し、抽出した投票結果に基づ
いて、店舗評価情報格納部１２０に格納されている当該店舗についての店舗評価情報Ｅの
評価値を更新する処理を行う。
【０１１０】
　図１３の下段は、評価値更新部１６０の処理によって更新された店舗評価情報Ｅの一例
を示す図である。ここに示す実施形態では、個人評価情報「Ｅ１３０２甲」，「Ｅ１３０
２乙」，「Ｅ１３０２丙」の各特徴項目ごとの個人評価値の平均値を、店舗評価情報Ｅ１
３０２の同じ特徴項目についての新たな評価値とする更新処理を実行している。たとえば
、図１３の下段に示された店舗評価情報Ｅ１３０２の特徴項目「格式」の評価値２１は、
図１３の上段に示された個人評価情報「Ｅ１３０２甲」，「Ｅ１３０２乙」，「Ｅ１３０
２丙」の特徴項目「格式」の各評価値１８，２２，２３の平均値として求められた値であ
る。
【０１１１】
　なお、上述した更新処理を実行する場合、投票結果記録部１７０に記録されている「個
々の店舗ごとの投票結果の全部」を抽出する代わりに、「個々の店舗ごとの投票結果の一
部」を抽出して更新に利用するようにしてもよい。たとえば、投票結果記録部１７０が、
投票結果を記録する際に記録時の時間情報を併せて記録するようにしておけば、評価値更
新部１６０は、投票結果記録部１７０に記録されている投票結果のうち、記録時が所定期
間内のもののみを抽出して店舗評価情報の評価値を更新することが可能になる。そこで、
たとえば、現時点を基準として、過去３ヶ月以内に記録された投票結果のみを抽出して更
新に利用するようにすれば、最近３ヶ月の間の個人評価値のみを参照した更新が可能にな
る。したがって、店舗が内装を一新して新装開店したような場合にも、各特徴項目の評価
値を最新の評価値に保持することができるようになる。もちろん、この場合、３ヶ月以上
前に記録された投票結果は逐次消去するようにしてかまわない。
【０１１２】
　また、投票結果の記録時を利用して、重みづけ平均値を求めるようなことも可能である
。図１３に示す例では、各個人評価値の単純な平均値を新たな評価値とする更新を行って
いるが、たとえば、より最近に記録された投票結果に係る個人評価値に、より大きな重み
をつけるようにして重みづけ平均値を算出し、これを新たな評価値として更新を行うよう
にすれば、より最近の評価に重みをおいた店舗評価情報を得ることができる。
【０１１３】
　評価値更新部１６０による更新処理のタイミングは、システムの運用形態に応じて、種
々の設定が可能である。たとえば、投票結果記録部１７０に新たな投票結果（個人評価情
報）が記録されるたびに、当該投票結果に係る店舗の店舗評価情報Ｅを更新する処理を行
うことも可能である。あるいは、個々の店舗ごとに、１週間に１回だけ更新を行う、とい
うスケジュールを定め、このスケジュールに従って適宜更新を行うようにすることもでき
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る。このように、自動的な更新が行われるため、本システムの運用初期段階では、各店舗
の店舗評価情報Ｅの評価値としてデフォルト値を設定しておいても、システムを運用して
ゆくことにより、各評価値は適確な値へと自動的に是正されてゆく。
【０１１４】
　このように、ここで述べた第２の実施形態に係るシステムでは、嗜好値更新部１４０に
よって利用者嗜好情報Ｔが自動的に更新されるだけではなく、評価値更新部１６０によっ
て店舗評価情報Ｅも自動的に更新されることになる。前述したとおり、嗜好値更新部１４
０による利用者嗜好情報Ｔの更新処理には、店舗評価情報Ｅ内の評価値が利用される。こ
の第２の実施形態に係るシステムでは、店舗評価情報Ｅ内の評価値が更新されて常に適正
な値に維持されるため、これを利用して更新される利用者嗜好情報Ｔの内容も適正な値に
維持されるという相乗効果が見込まれる。
【０１１５】
　ところで、§４では、関心店舗記録部１５０による関心認識処理（利用者により特定の
店舗に対する関心が示されたことを認識する処理）の具体的な方法をいくつか例示した。
ここで述べた第２の実施形態では、利用者が特定の店舗を利用した場合、当該店舗につい
て、投票結果記録部１７０に対して投票を行うことになる。この投票行為は、利用者によ
る「当該店舗に関心をもっている」との意思表示に他ならない。そこで、このような投票
があった場合、投票結果記録部１７０は、当該投票結果を記録するとともに、関心店舗記
録部１５０に対して、「特定の利用者が特定の店舗に対して投票を行った」旨の報告を行
うようにする。そうすれば、報告を受けた関心店舗記録部１５０は、当該利用者について
、当該店舗ＩＤを関心店舗ＩＤとして記録することができる。
【０１１６】
　＜＜＜　§７．第３の実施形態の構成とその特徴　＞＞＞
　ここで述べる第３の実施形態は、同伴者の嗜好まで考慮した取り扱いを可能にする情報
提供システムに係るものである。利用者が種々の店舗を利用する場合、通常、同伴者を伴
って利用することが多い。このように、複数の利用者からなるグループとして、特定の店
舗を利用した場合、当該店舗が、自分の嗜好どおりの店舗であった利用者は満足度が高く
なるが、自分の嗜好に合致しない店舗であった利用者は満足度が低くなるであろう。ここ
で述べる第３の実施形態に係るシステムは、各利用者がグループとして店舗を利用した場
合に、当該店舗についての満足度を報告させ、この満足度を考慮して、各利用者に提供す
る店舗情報の選択を行う機能を有している。
【０１１７】
　図１４は、この第３の実施形態に係る情報提供システムの基本構成を示すブロック図で
ある。この第３の実施形態に係るシステムは、図１に示す第１の実施形態に係るシステム
に、満足度比率算出部１８０と個人満足情報記録部１９０を付加したものである。そこで
、以下、これら２つの新たな構成要素の機能について説明する。
【０１１８】
　まず、個人満足情報記録部１９０は、複数の利用者が特定の店舗を利用した際に、当該
グループを構成する利用者を特定するグループ構成情報と、利用した店舗のジャンルと、
個々の利用者を特定するための利用者ＩＤと、当該利用者の個人満足度と、を含む個人満
足情報を蓄積記録する機能を有する。具体的には、個人満足情報記録部１９０は、利用者
端末に対して個人満足情報入力用のＷｅｂページを提示するＷｅｂサーバと、このＷｅｂ
ページ上で各利用者の個人満足情報を入力する入力部と、入力された個人満足情報を記憶
する記憶部と、によって構成することができる。
【０１１９】
　ここでは、２人の利用者甲，乙が一緒に、「ゆでたてスパゲティの店ＸＹＺ」を利用し
た場合を考えよう。この場合、「甲，乙」という２人の利用者からなるグループが、当該
店舗を利用したことになるが、利用者甲から見ると、乙を同伴して当該店舗を利用したこ
とになり、利用者乙から見ると、甲を同伴して当該店舗を利用したことになる。そこで、
甲乙双方から、利用後の満足度を報告してもらうようにする。
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【０１２０】
　図１５は、この個人満足情報記録部１９０によって、利用者端末の画面上に提示される
個人満足情報入力用画面（Ｗｅｂページ）の一例を示す図である。図示の例は、「ゆでた
てスパゲティの店ＸＹＺ」なる店舗に関する満足度を、利用者甲が入力するための画面で
ある。利用者甲が、利用者端末から個人満足情報記録部１９０に対して、「ゆでたてスパ
ゲティの店ＸＹＺ」なる店舗についての満足度を入力する旨の指示を与えると、図示のよ
うなＷｅｂページ表示用のデータが個人満足情報記録部１９０から利用者端末に対して送
信される。利用者甲は、このＷｅｂページ上で、同伴者および甲自身の満足度を入力する
。
【０１２１】
　なお、同伴者の情報は、個人満足情報記録部１９０内では、利用者ＩＤとして取り扱わ
れるが、ここに示す実施形態の場合は、入力操作を簡便にするために、予め、利用者甲に
とっての同伴者を登録させておき、入力画面上では、この登録されている同伴者名をリス
トとして提示し、所望の同伴者名を選択するだけで同伴者を特定する入力作業が完了する
ようにしてある。図１５に示すＷｅｂ画面では、「御同伴者：」の右側の欄に、予め登録
されている同伴者名がリスト表示されることになり、利用者甲は、このリストの中から「
乙」を選択する操作を行えばよい。
【０１２２】
　一方、個人満足度は、０～１００の範囲内の数値として定義している。図１５に示す例
では、この個人満足度の入力作業を容易にするために、０～１００の評価値を示す数直線
を表示し、その所定箇所には、黒い逆三角形で示されたマーカを配置するようにしている
。利用者は、マウスなどを用いて、このマーカを左右にドラッグすることにより、０～１
００の範囲内の所望の個人満足度を入力することができる。利用者が、マーカを所望の位
置に動かし、「入力」ボタンをクリックすると、当該利用者が入力した個人満足情報が、
個人満足情報記録部１９０に記録されることになる。
【０１２３】
　なお、ここで述べる第３の実施形態と前述した第２の実施形態とを併合したシステムを
用いる場合には、第２の実施形態で必要な投票用画面と第３の実施形態で必要な満足情報
入力用画面とを統合するのが好ましい。図１６は、図１２に示す投票用画面と図１５に示
す満足情報入力画面とを統合した入力画面の一例を示す図である。この入力画面では、「
満足度」が、「格式」，「ボリューム」，「価格」と同列に取り扱われている。もちろん
、システムの処理上は、「満足度」と、「格式」，「ボリューム」，「価格」とは、全く
異なるパラメータである。後者は、§６で述べたとおり、評価値更新部１６０による更新
処理に利用される個人評価値であるのに対して、前者は、後述するとおり、店舗情報提供
部１３０による取捨選択作業に利用される値である。しかしながら、利用者側から見れば
、いずれも０～１００の範囲をとる数値であり、ユーザインターフェイス上は、図１６に
示す例のように、同列に取り扱うと便利である。利用者甲は、図１６に示す入力画面上で
、「格式」，「ボリューム」，「価格」，「満足度」なる４項目についての値を設定し、
「投票」ボタンをクリックすればよい。
【０１２４】
　以上、図１５および図１６の入力画面例を参照しながら、利用者甲の入力作業を説明し
たが、全く同様の入力作業が、利用者乙によっても実行される。この場合、「利用者：乙
、同伴者：甲」という設定での入力が行われることになる。このように、各利用者には、
複数の利用者同士が同伴して店舗を利用した場合でも、個々の利用者ごとに、それぞれ個
人満足情報を入力してもらう。
【０１２５】
　図１７は、こうして、甲，乙双方の入力作業を経て、個人満足情報記録部１９０内に記
録された個人満足情報の一例を示す図である。図１７(a) は、甲の入力作業によって記録
された個人満足情報Ｍ１甲であり、「利用者ＩＤ：甲」、「同伴者ＩＤ：乙」、「店舗Ｉ
Ｄ：Ｓ１３０２」、「ジャンルコード：Ｇ１３」、「個人満足度：８５」なるデータから
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構成される。この個人満足情報Ｍ１甲は、利用者甲乙というグループで、Ｓ１３０２なる
店舗ＩＤで特定されるジャンルコードＧ１３の店舗を利用したときの、利用者甲の個人満
足度が８５である、という事項を示す情報である。一方、図１７(b) は、乙の入力作業に
よって記録された個人満足情報Ｍ１乙であり、「利用者ＩＤ」と「同伴者ＩＤ」が入れ替
わっている点と、個人満足度の値が２３になっている点とが、個人満足情報Ｍ１甲と異な
る。
【０１２６】
　なお、図１７に示す各個人満足情報Ｍ１甲，Ｍ１乙には、店舗ＩＤが含まれているが、
この店舗ＩＤは省略してもかまわない。個人満足情報の必須項目は、特定の店舗を利用し
たグループを構成する利用者を特定するグループ構成情報、利用した店舗のジャンルを示
すジャンルコード、個々の利用者を特定するための利用者ＩＤ、当該利用者の個人満足度
、である。図１７(a) に示す例の場合、「利用者ＩＤ：甲」および「同伴者ＩＤ：乙」が
グループ構成情報として機能していることになり、図１７(b) に示す例の場合、「利用者
ＩＤ：乙」および「同伴者ＩＤ：甲」がグループ構成情報として機能していることになる
。
【０１２７】
　さて、満足度比率算出部１８０は、この個人満足情報記録部１９０に記録されている個
人満足情報Ｍに基づいて、「特定のグループで特定のジャンルの店舗を利用する」という
グループ利用条件下における利用者相互の満足度比率を算出する処理を行う。これを具体
例で説明しよう。
【０１２８】
　いま、個人満足情報記録部１９０内に、図１７(a) ，(b) に示すような個人満足情報Ｍ
１甲，Ｍ１乙が記録されている場合を考える。これらの情報は、「特定のグループで特定
のジャンルの店舗を利用する」というグループ利用条件に対応している。具体的には、「
利用者甲＆乙というグループで、ジャンルコードＧ１３の店舗を利用する」というグルー
プ利用条件に対応していることになる。したがって、これらの情報に基づいて、当該グル
ープ利用条件下における利用者相互の満足度比率として、「８５：２３」という比率が求
められる。この比率の意味するところは、「利用者甲＆乙というグループで、ジャンルコ
ードＧ１３の店舗を利用する」というグループ利用条件下での過去の利用実績では、甲の
個人満足度８５に対して、乙の個人満足度は２３である、という事実である。別言すれば
、当該利用条件下では、甲の満足度はかなり高いが、乙の満足度はかなり低いことがわか
る。
【０１２９】
　なお、図１７に示す例では、「利用者甲＆乙というグループで、ジャンルコードＧ１３
の店舗を利用する」という固有のグループ利用条件における甲の個人満足度情報が１組、
乙の個人満足度情報が１組だけ存在するため、それぞれの個人満足度８５，２３の比をそ
のままとることにより、「８５：２３」という満足度比率が算出できた。しかしながら、
実際には、同一のグループ利用条件における各利用者の個人満足度情報が複数組存在する
場合もありうる。たとえば、利用者甲乙が、「イタリア料理」のレストラン３軒で食事を
した場合、個々のレストランごとにそれぞれ個人満足度情報が収集されることになる（合
計６件の個人満足情報が得られる）。この場合、いずれもグループ利用条件は同一である
。このような場合は、算出に利用する個人満足情報に含まれる個人満足度の個々の利用者
ごとの平均値の比率を満足度比率として算出するようにすればよい。たとえば、甲の３軒
の個人満足度がそれぞれ８５，８０，７５であり、乙の３軒の個人満足度がそれぞれ２３
，２５，３０であった場合、当該利用条件下の満足度比率は、（（８５＋８０＋７５）／
３）：（２３＋２５＋３０）／３）＝８０：２６なる計算で求めることができる。
【０１３０】
　また、個人満足情報記録部１９０には、逐次、個人満足情報が記録されてゆくことにな
るが、満足度比率算出部１８０が、満足度比率を算出するにあたって、個人満足情報記録
部１９０に記録されている特定の利用条件下での個人満足情報の全部を用いて算出を行う
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代わりに、その一部を用いて算出を行うようにしてもよい。たとえば、個人満足情報記録
部１９０が、個人満足情報を記録する際に記録時の時間情報を併せて記録するようにして
おけば、満足度比率算出部１８０は、個人満足情報記録部１９０に記録されている個人満
足情報のうち、記録時が所定期間内のもののみを抽出して満足度比率の算出を行うことが
可能になる。たとえば、現時点を基準として、過去３ヶ月以内に記録された個人満足情報
のみを抽出して算出に利用するようにすれば、最近３ヶ月の間の個人満足情報のみを参照
した算出が可能になる。もちろん、この場合、３ヶ月以上前に記録された個人満足情報は
逐次消去するようにしてかまわない。もちろん、個人満足情報の記録時を利用して、重み
づけ平均値を求めるようなことも可能である。
【０１３１】
　なお、満足度比率算出部１８０による満足度比率の算出タイミングは、システムの運用
形態に応じて、種々の設定が可能である。たとえば、個人満足情報記録部１９０に新たな
個人満足情報が記録されるたびに、当該個人満足情報に係る所定の利用条件下での満足度
比率を算出する処理を行うことも可能である。あるいは、各利用条件ごとに、１週間に１
回だけ更新を行う、というスケジュールを定め、このスケジュールに従って適宜更新を行
うようにすることもできるし、店舗情報提供部１３０から要求を受けたときに、当該要求
に係る利用条件についての満足度比率をその都度算出することもできる。
【０１３２】
　もちろん、各グループ利用条件は、グループの構成メンバーごとに異なり、また、利用
する店舗のジャンルによっても異なる。したがって、たとえば、「利用者甲＆丙というグ
ループで、ジャンルコードＧ１３の店舗を利用する」というグループ利用条件下での満足
度比率は別個に定義されることになり、「利用者甲＆乙というグループで、ジャンルコー
ドＧ２１の店舗を利用する」というグループ利用条件下での満足度比率も別個に定義され
ることになる。
【０１３３】
　ここで、グループ利用条件をグループの構成メンバーごとにそれぞれ異ならせるのは、
「店舗選びの主導権を誰がとるか」という命題に対する答えが、利用者の組合わせによっ
て異なると考えられるからである。たとえば、「利用者甲＆乙」というグループでは、専
ら甲が店舗選びをする傾向があるのに、「利用者甲＆丙」というグループでは、専ら丙が
店舗選びをする傾向がある、ということも少なくないであろう。また、グループ利用条件
を利用する店舗のジャンルごとにそれぞれ異ならせるのは、「店舗選びの主導権を誰がと
るか」という命題に対する答えが、店舗のジャンルによって異なると考えられるからであ
る。たとえば、同じ「利用者甲＆乙」というグループであっても、「イタリア料理」の店
舗選びは甲が主導権をとり、「婦人服」の店舗選びは乙が主導権をとる、といったケース
も少なくないであろう。
【０１３４】
　こうして、満足度比率算出部１８０で算出された各グループ利用条件下における利用者
相互の満足度比率の値は、店舗情報提供部１３０における店舗情報の取捨選択に利用され
る。すなわち、店舗情報提供部１３０は、特定のグループ利用条件下における店舗情報の
提供要求を受けたときに、当該特定のグループ利用条件に係る個々の利用者ごとにそれぞ
れ適した店舗情報を候補として抽出した後、当該グループ利用条件下における満足度比率
に応じて、候補として抽出した店舗情報を取捨選択して提供する。
【０１３５】
　これを具体例を参照しながら、より詳細に説明しよう。いま、図１４に示すシステムに
おいて、利用者甲が操作する端末装置から店舗情報提供部１３０に対して、「同伴者：乙
」なる同伴者情報と、「イタリアン　レストラン　渋谷」なるキーワードとを含む店舗情
報の提供要求があったものとしよう（このような提供要求を可能にするためには、検索指
示を入力するＷｅｂページの画面上に、キーワード入力欄と同伴者名入力欄とを用意して
おけばよい）。この提供要求は、結局、「利用者甲＆乙というグループで、ジャンルコー
ドＧ１３（イタリア料理）の店舗を利用する」という固有のグループ利用条件下における
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店舗情報の提供要求ということになる。
【０１３６】
　このような提供要求を受けた店舗情報提供部１３０は、§２で述べたように、店舗情報
格納部１００に格納されている多数の店舗情報を２つのふるいにかけて取捨選択し、最終
的に選択された店舗情報を概要リストに掲載して提示する処理を行う。ここで、第１のふ
るいは、上記キーワードに基づくふるいであり、第２のふるいは、利用者嗜好情報Ｔと店
舗評価情報Ｅとの比較に基づくふるいである。ただ、上記例のように、同伴者情報を含む
提供要求は、グループで店舗を利用する予定を立てていることが前提となっているので、
第２のふるいによる選択処理は、本来、当該グループを構成する個々の利用者の嗜好をす
べて反映させた処理にすべきである。すなわち、上記例の場合、利用者甲の利用者嗜好情
報Ｔ甲と利用者乙の利用者嗜好情報Ｔ乙との双方を考慮した選択を行うべきである。
【０１３７】
　そこで、この第３の実施形態では、この第２のふるいを、個々の利用者ごとに別個に行
うようにしている。すなわち、個々の利用者ごとにそれぞれ適した店舗情報が候補として
抽出されることになる。図１８の左側には、利用者甲について抽出された店舗情報の候補
を示し、同図の右側には、利用者乙について抽出された店舗情報の候補を示す。利用者嗜
好情報格納部１１０内に格納されている利用者甲についての利用者嗜好情報Ｔ甲と、利用
者乙についての利用者嗜好情報Ｔ乙とは、もちろん別個のものである。そして、図１８の
左側に列挙された各候補は、前者を利用して抽出された候補（利用者嗜好情報Ｔ甲と各店
舗評価情報Ｅとの比較に基づくふるい分けで抽出された候補）であり、同図の右側に列挙
された候補は、後者を利用して抽出された候補（利用者嗜好情報Ｔ乙と各店舗評価情報Ｅ
との比較に基づくふるい分けで抽出された候補）である。
【０１３８】
　このように、第２のふるいを利用者ごとに別々にかけると、当然、その結果として抽出
される候補も利用者ごとに別々のものとなる。そこで、この第３の実施形態では、更に第
３のふるいをかけ、これらの抽出候補を更に取捨選択するようにしている。この第３のふ
るいの取捨選択処理に、満足度比率算出部１８０で算出された満足度比率を用いるのであ
る。
【０１３９】
　上記例の場合、「利用者甲＆乙というグループで、ジャンルコードＧ１３（イタリア料
理）の店舗を利用する」というグループ利用条件下における店舗情報の提供要求がなされ
ているので、当該グループ利用条件下における満足度比率に応じて、候補として抽出した
店舗情報の取捨選択（第３のふるい分け）が行われる。たとえば、当該グループ利用条件
下における満足度比率「Ｍ（甲）：Ｍ（乙）」が「８５：２３」と算出されていた場合で
あれば、この「８５：２３」という比率に応じて、甲についての抽出候補と乙についての
抽出候補とが含まれるような選択を行えばよい。ここで、「比率に応じた選択」を行う場
合、具体的には、次の２とおりの方針が考えられる。
【０１４０】
　第１の方針は、個々の利用者ごとに抽出された店舗情報の候補の中から、個々の利用者
ごとの満足度比率の逆比に応じた確率で、店舗情報を選択する方針である。たとえば、図
１８に示す例において、満足度比率「Ｍ（甲）：Ｍ（乙）」＝「８５：２３」の逆比に応
じた確率で店舗情報を選択すると、図の左側に示す甲についての抽出候補の中から選択さ
れる確率が２３／（８５＋２３）、図の右側に示す乙についての抽出候補の中から選択さ
れる確率が８５／（８５＋２３）となるような取捨選択が行われることになる。
【０１４１】
　この第１の方針は、「各利用者ごとに平等な満足度が得られるような調整を行う」とい
う考え方に基づいている。上記例の場合、満足度比率「Ｍ（甲）：Ｍ（乙）」＝「８５：
２３」という結果が得られているが、これは、「利用者甲＆乙というグループで、ジャン
ルコードＧ１３（イタリア料理）の店舗をこれまでに利用してきた結果、甲の満足度が８
５であるのに対して、乙の満足度が２３しかない」という事実を示すものである。すなわ
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ち、「これまで、甲乙でイタリア料理店を利用してきた結果、甲の満足度はかなり高いの
に、乙の満足度はかなり低い」という事実を示すものである。したがって、「各利用者ご
とに平等な満足度が得られるような調整を行う」という考え方を採れば、次回、甲乙でイ
タリア料理店を利用する際には、できるだけ乙が満足するような店舗を推奨すべきである
、という結論が得られる。満足度比率の逆比に応じた確率で店舗情報を選択すれば、甲の
嗜好に合致した店舗情報は２３／（８５＋２３）の確率で選択されるのに対し、乙の嗜好
に合致した店舗情報は８５／（８５＋２３）の確率で選択されることになり、乙の嗜好に
合致した店舗情報が優先的に選択されることになる。
【０１４２】
　これに対して、第２の方針は、個々の利用者ごとに抽出された店舗情報の候補の中から
、個々の利用者ごとの満足度比率の正比に応じた確率で、店舗情報を選択する方針である
。たとえば、図１８に示す例において、満足度比率「Ｍ（甲）：Ｍ（乙）」＝「８５：２
３」の正比に応じた確率で店舗情報を選択すると、図の左側に示す甲についての抽出候補
の中から選択される確率が８５／（８５＋２３）、図の右側に示す乙についての抽出候補
の中から選択される確率が２３／（８５＋２３）となるような取捨選択が行われることに
なる。
【０１４３】
　この第２の方針は、「過去の店舗選びの主導権者を尊重する」という考え方に基づいて
いる。上記例の場合、満足度比率「Ｍ（甲）：Ｍ（乙）」＝「８５：２３」という結果が
得られているが、これは、「利用者甲＆乙というグループで、ジャンルコードＧ１３（イ
タリア料理）の店舗をこれまでに利用してきた結果、甲の満足度が８５であるのに対して
、乙の満足度が２３しかない」という事実を示すものであるが、これは裏を返せば、「甲
乙でイタリア料理店を利用する場合、店舗選びの主導権は甲にある」という事実を示すも
のである。したがって、「過去の店舗選びの主導権者を尊重する」という考え方を採れば
、次回も、甲乙でイタリア料理店を利用する際には、甲が主導権をもって店舗選びを行う
可能性が高いので、できるだけ甲の嗜好に合わせた店舗を推奨すべきである、という結論
が得られる。満足度比率の正比に応じた確率で店舗情報を選択すれば、甲の嗜好に合致し
た店舗情報は８５／（８５＋２３）の確率で選択されるのに対し、乙の嗜好に合致した店
舗情報は２３／（８５＋２３）の確率で選択されることになり、甲の嗜好に合致した店舗
情報が優先的に選択されることになる。
【０１４４】
　第１の方針（逆比）を採るべきか、第２の方針（正比）を採るべきかは、一般に、グル
ープを構成する利用者の関係によって異なる問題であろう。したがって、実用上は、甲乙
が恋人同士の場合、夫婦の場合、同僚の場合、同級生の場合などに分けて、いずれの方針
を採用するかを予め設定しておくようにすればよい。
【０１４５】
　なお、第３のふるい分けを行って統合された店舗情報を、図７に示すような概要リスト
として提示する際にも何通りかの方法が考えられる。第１の方法は、第２のふるい分けに
おいて図８に示すようなベクトル空間上で近似の程度が調べられたので、この近似の程度
の高い順（ベクトルの先端点間距離の短い順）にソートしてリストに並べる、という方法
である。この方法では、図１８の左側の候補と右側の候補とが入り乱れた状態で概要リス
トに並ぶことになる。第２の方法は、満足度比率の小さい利用者についての候補をリスト
の先に配置する、という方法である。上記例の場合、乙について抽出された候補がリスト
の先に並ぶことになる。これは、「各利用者ごとに平等な満足度が得られるような調整を
行う」という考え方に合致した方法ということになる。第３の方法は、満足度比率の大き
い利用者についての候補をリストの先に配置する、という方法である。上記例の場合、甲
について抽出された候補がリストの先に並ぶことになる。これは、「過去の店舗選びの主
導権者を尊重する」という考え方に合致した方法ということになる。
【０１４６】
　以上、甲乙２人のグループによる店舗利用を例にとって、第３の実施形態を説明したが
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、この実施形態は、もちろん３人以上のグループについても適用可能である。たとえば、
甲乙丙の３名で店舗を利用した場合、それぞれが個人満足情報記録部１９０に個人満足情
報を入力すればよい。この場合、たとえば、甲の入力画面では、同伴者を乙丙とする入力
を行えばよい。また、満足度比率は、「Ｍ（甲）：Ｍ（乙）：Ｍ（丙）」のように、３つ
の数比で与えられることになる。
【０１４７】
　＜＜＜　§８．第４の実施形態の構成とその特徴　＞＞＞
　通常、利用者が、インターネットにアクセスして何らかの情報を得ようとする場合、何
らかの行動を行うことを意図していることが多い。たとえば、レストランのＷｅｂページ
をアクセスしている場合、利用者は食事を行うことを意図していると考えられる。また、
映画館のＷｅｂページをアクセスしている場合、利用者は映画を見にゆくことを意図して
いると考えられる。しかも、個々の利用者ごとに、それぞれ独特の行動パターンが定着し
ていることが多い。
【０１４８】
　たとえば、同伴者と映画を見た後にレストランで食事をし、映画の内容を語りあう、と
いう行動パターンが日常化している利用者もいるであろうし、先に食事を済ませ、満腹な
状態で映画を楽しむ、という行動パターンが日常化している利用者もいるであろう。前者
の場合、利用者から映画の情報が要求されたときに、併せて食事の情報を提供すると有意
義であろう。しかし、後者の場合は、利用者から映画の情報が要求されたときには、既に
食事を済ませてしまっている可能性もあるので、映画の情報とともに食事の情報を提供し
ても、役に立たないケースもあるであろう。
【０１４９】
　この§８で述べる第４の実施形態に係るシステムは、個々の利用者ごとの日常の行動パ
ターンを考慮して、的確な情報提供を行う機能をもったシステムである。
【０１５０】
　図１９は、この第４の実施形態に係る情報提供システムの基本構成を示すブロック図で
ある。この第４の実施形態に係るシステムは、図１に示す第１の実施形態に係るシステム
に、後続ジャンル予測部２１０、行動履歴情報格納部２２０、行動履歴情報収集部２３０
を付加したものである。そこで、以下、これら３つの新たな構成要素の機能について説明
する。
【０１５１】
　まず、行動履歴情報収集部２３０は、各利用者が特定の店舗を利用したときに、当該利
用者の利用者ＩＤと、当該店舗のジャンルコードと、利用時間と、を含む行動履歴情報を
収集する機能を有する。たとえば、利用者甲が、「ゆでたてスパゲティの店ＸＹＺ」を利
用した場合、「利用者ＩＤ：甲」，「ジャンルコード：Ｇ１３」，「利用時間：２００６
／１１／２５／１７：５３」のようなデータを含む行動履歴情報が収集される（店舗の利
用順が特定できればよいので、利用時間のデータは、必ずしも時分のデータまで含む必要
はない）。要するに、行動履歴情報は、「いつ、誰が、どのジャンルの店を利用したか」
を示す情報ということになる。
【０１５２】
　このような情報を収集するには、「特定の利用者が特定の店舗を利用したこと」を認識
する必要があるが、それには、たとえば、§４で述べた種々の方法（利用者に店舗利用の
事実を報告してもらう方法、ＧＰＳ機能付きの携帯端末装置の位置を認識する方法、店舗
設置装置と利用者が所持する携帯端末装置との間で交信が行われたことを認識する方法な
ど）を用いればよい。あるいは、§６で述べた第２の実施形態や§７で述べた第３の実施
形態を併用する場合であれば、利用者が、図１５もしくは図１６に示すようなＷｅｂ画面
上で所定事項を入力する作業を行うことにより、「特定の利用者が特定の店舗を利用した
こと」を認識することができる。
【０１５３】
　こうして行動履歴情報収集部２３０が収集した行動履歴情報は、行動履歴情報格納部２
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２０に格納される。図２０は、この行動履歴情報格納部２２０に格納された行動履歴情報
の一例を示す図である。図示のとおり、個々の利用者ごとに別個独立した格納領域が確保
されており、図２０(a) に示す格納領域には、利用者甲に関する行動履歴情報が格納され
、図２０(b) に示す格納領域には、利用者乙に関する行動履歴情報が格納されている。
【０１５４】
　この図２０に示す例の場合、個々の利用者ごとの行動履歴情報は、曜日ごとに２４時間
単位の連続時間枠を設定し、この連続時間枠内に時間軸上での順列として、ジャンルコー
ドの大分類（図３参照）を羅列したデータになっている。たとえば、図２０(a) には、利
用者甲に関する行動履歴情報の格納例が示されている。図には、便宜上、日曜日と月曜日
の欄しか示されていないが、実際には、火曜日～土曜日についての欄も設けられており、
利用者甲に関する行動履歴情報が、各曜日ごとに分類して格納されている。
【０１５５】
　たとえば、日曜日の欄の１行目に示されている「２００６／１０／０８」，「ショー」
，「食事」なるデータは、利用者甲が、２００６年１０月８日に、「ショー」なる大分類
のジャンルに属する店舗を利用した後、「食事」なる大分類のジャンルに属する店舗を利
用した事実を示している。もちろん、「ショー」や「食事」といった大分類を用いる代わ
りに、「イタリア料理」や「映画」といったジャンル自身のコードを用いるようにしても
かまわない。
【０１５６】
　さて、この図２０に示すような行動履歴情報を収集すると、個々の利用者ごとの行動パ
ターンを予測することができる。たとえば、利用者甲の日曜日の行動パターンを見てみる
と、「ショー」を見た後には、「食事」をする習慣があることがわかる。別言すれば、利
用者甲の日曜日の行動として、「ショー」というジャンルの店舗を利用した場合には、後
続して「食事」というジャンルの店舗を利用する可能性が高いことがわかる。そこで、後
続ジャンル予測部２１０は、行動履歴情報格納部２２０に格納されている行動履歴情報に
基づいて、特定の利用者が所定のジャンルを利用した後、これに後続して利用する可能性
の高いジャンルを予測する処理を行う。
【０１５７】
　一方、店舗情報提供部１３０は、このような後続ジャンルの予測結果を利用して、利用
者からの提供要求に応じた店舗情報とともに、当該店舗情報に係るジャンルの後続ジャン
ルに係る店舗情報を付加情報として提供することができる。別言すれば、利用者甲が「シ
ョー」に関する店舗情報を要求してきた場合、要求どおりの店舗情報を提供するとともに
、「ショー」に関する店舗を利用した後には、「食事」というジャンルの店舗が利用され
るであろうとの予測を行い、「食事」というジャンルの店舗情報を付加情報として提供す
るのである。
【０１５８】
　たとえば、利用者甲が日曜日に、店舗情報提供部１３０に対して、「映画　渋谷」のよ
うなキーワードを用いた検索を伴う店舗情報の提供要求を行い、その結果、利用者甲の嗜
好に合致した店舗情報の概要リストが提示され、この概要リスト上で、利用者甲が「テア
トル○○」なるタイトル部分をクリックする操作を行ったために、この「テアトル○○」
なる店舗（映画館）の店舗情報Ｄ１が提示されることになったものとしよう。この場合、
店舗情報提供部１３０は、後続ジャンル予測部２１０に対して、「利用者甲の日曜日の『
ショー』に後続するジャンルを予測せよ」との命令を与える。後続ジャンル予測部２１０
は、この命令に応じて、行動履歴情報格納部２２０内に格納されている「利用者甲の日曜
日の行動履歴」を参照し、「利用者甲の日曜日の『ショー』に後続するジャンル」が「食
事」であることを予測し、これを店舗情報提供部１３０に報告する。そこで、店舗情報提
供部１３０は、「食事」のジャンルに属し、利用者甲の嗜好に合致する店舗情報Ｄ２を付
加情報として選択する。そのためには、店舗評価情報格納部１２０内を検索し、食事のジ
ャンルコードをもった店舗ＩＤ（コンテンツＩＤ）の中から利用者甲の嗜好に合致するも
のを選択すればよい。そして、利用者甲の要求に応じて、「テアトル○○」なる店舗の店
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舗情報Ｄ１の提供を行う際に、付加情報として選択された「食事」のジャンルに属する店
舗情報Ｄ２を併せて提供する。
【０１５９】
　図２１は、上述の例についての、具体的な提供形態の一例を示す図である。この例では
、利用者甲が操作する端末装置上に、まず、図２１(a) に示すように、店舗情報Ｄ１が表
示される。この店舗情報Ｄ１は、利用者甲が要求した本来の店舗情報（すなわち、「映画
　渋谷」なるキーワードに合致する店舗情報）である。ただし、図示のとおり、「特別な
お知らせ」なる文字列からなる移行ボタンＢが、店舗情報提供部１３０によって付加され
ている。利用者甲が、この移行ボタンＢをクリックすると、図２１(b) に示すように、店
舗情報Ｄ２の表示が行われる。すなわち、この図２１に示す提示形態の場合、まず、店舗
情報提供部１３０が、利用者甲の要求どおりの店舗情報Ｄ１に移行ボタンＢを付加したＷ
ｅｂページデータを送信し、移行ボタンＢがクリックされた場合に、店舗情報Ｄ２のＷｅ
ｂページデータを付加情報として送信することになる。
【０１６０】
　一方、図２２は、上述の例についての、別な提供形態の一例を示す図である。この例で
は、店舗情報提供部１３０が、利用者甲の要求どおりの店舗情報に付加情報を融合させる
ことにより新たなＷｅｂページデータを作成して提供する処理を行う。その結果、図示の
ような店舗情報Ｄ３が提示されることになる。この店舗情報Ｄ３は、基本的には、「テア
トル○○」なる映画館に係る店舗情報であるが、図示のとおり、「リストランテＰＡＴで
本日お得なパスタフェア開催中」なる文字列からなる付加情報Ａが付加されている。この
付加情報Ａは、後続ジャンルとして予測された「食事」のジャンルに属する店舗情報Ｄ２
（図２１(b) 参照）内の一部から抽出した情報である。利用者甲は、「映画」に関連する
店舗情報を要求するだけで、図２２に示すような表示を得ることができる。この表示には
、要求に応じた「映画」に関連する店舗情報とともに付加情報Ａが含まれており、この付
加情報Ａは、利用者甲が「映画」の後に実行すると期待される「食事」に関連した店舗情
報になっている。
【０１６１】
　以上、図２１および図２２に、付加情報の具体的な提示形態の例を示したが、もちろん
、付加情報の提示形態はこれらの例に限定されるものではなく、この他にも種々の形態で
提示が可能である。たとえば、利用者端末の表示画面を二分割して、「映画」に関連する
店舗情報と「食事」に関連した店舗情報（付加情報）とを同時に表示させるようにしても
よい。あるいは、「映画」に関連する店舗情報を表示させた画面上の一部に、小さな窓を
重ねて表示し、その窓内に「食事」に関連した店舗情報（付加情報）を表示させるような
形態も可能である。
【０１６２】
　なお、後続ジャンル予測部２１０による予測は、たとえば、次のようないくつかのアル
ゴリズムに基づいて行うことができる。第１のアルゴリズムは、特定の利用者に関して、
過去に「特定ジャンル」の直後に実行された回数が所定の基準値以上となるジャンルを「
当該特定ジャンルについての後続ジャンル」として選出する方法である。たとえば、図２
０(a) に示す例の場合、各曜日ごとにそれぞれ基準値を３に設定しておくと、日曜日に関
しては、「ショー」の直後に「食事」が実行された回数は３回であるから、「ショー」な
るジャンルの後続ジャンルとして、「食事」なるジャンルが選出されることになる。一方
、図２０(b) に示す例の場合、日曜日に関しては、「ショー」の直後に「喫茶」が実行さ
れた回数は２回、「ショー」の直後に「食事」が実行された回数は１回であるから、同じ
基準の場合、後続ジャンルが選出されることはない（この場合、付加情報は提供されない
）。
【０１６３】
　条件を若干緩くした予測を行うことも可能である。具体的には、過去に「特定ジャンル
」の直後もしくは数回後までに実行された回数が所定の基準値以上となる行動を「当該特
定ジャンルについての後続ジャンル」として選出すればよい。ここで、「数回後までに実
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行された」なる意味は、「直後」でなく、間に別な行動が介在してもかまわない、という
意味である。たとえば、図２０(b) の日曜日の欄の５行目には、「買物」・「ショー」・
「食事」・「喫茶」という順序の行動履歴情報が格納されている。ここで、「喫茶」は「
ショー」の直後（１回後）に実行された行動には該当しない。しかしながら、「２回後」
までに実行された行動には該当する。したがって、この図２０(b) の日曜日の例の場合、
「数回後」として「２回後」なる条件を設定し、基準値を３に設定し、過去に「特定ジャ
ンル」の直後もしくは２回後までに実行された回数が３以上となるジャンルを「後続ジャ
ンル」として選出するようにすれば、「ショー」の直後もしくは２回後までに「喫茶」が
実行された回数は３回であるから、「喫茶」が「ショー」の後続ジャンルとして選出され
ることになる。
【０１６４】
　もちろん、「後続ジャンル」として選出されるジャンルは複数であってもかまわない。
たとえば、「ショー」の後続ジャンルとして、「食事」と「喫茶」の両方が選出された場
合には、「食事」に関連した店舗情報と「喫茶」に関連した店舗情報との双方を付加情報
として提供すればよい。もっとも、付加情報の数があまり多いと、利用者にとって煩しい
ので、実用上は、回数の最も多いジャンルを１つだけ、もしくは、上位のいくつかのジャ
ンルのみを「後続ジャンル」として選出するのが好ましい。
【０１６５】
　また、過去に実行された回数ではなく、過去に実行された割合を基準にして、「後続ジ
ャンル」の選出を行うことも可能である。たとえば、「ショー」の直後もしくは２回後ま
でに行われたジャンルを集計した結果、「食事」が３回、「喫茶」が１回、「スポーツ」
が１回であった場合、「ショー」の直後もしくは２回後までに行われたジャンルの割合は
、「食事」が６０％、「喫茶」が２０％、「スポーツ」が２０％ということになる。そこ
で、たとえば、この割合が５０％以上であるジャンルを「後続ジャンル」として選出する
ことにしておけば、「食事」が「後続ジャンル」として選出されることになる。
【０１６６】
　実際には、回数を基準とした選出よりも、割合を基準とした選出を行う方が好ましい。
これは、行動履歴情報収集部２３０によって収集された行動履歴情報のサンプル数が増加
した場合、回数を基準とした選出を行うと基準値以上となる行動が増えてしまうのに対し
て、割合を基準とした選出を行えば、基準値以上となる行動が増えることはないからであ
る。
【０１６７】
　なお、回数を基準にする場合にも、割合を基準にする場合にも、共通して言えることで
あるが、直後に行われた行動回数を、２回後に行われた行動回数よりも重くカウントする
、といった重みづけを考慮した集計を行うことも可能である。たとえば、直後に行われた
場合の回数には係数２を乗じ、２回後に行われた回数には係数１を乗じて集計するように
すれば、直後に行われた場合をより重くカウントした集計が可能になる。
【０１６８】
　なお、図２０に示す例で既に説明したとおり、実際に「後続ジャンル」の予測を行う際
には、予測時点の曜日を認識し、認識した曜日と同一曜日に関する行動履歴情報を参照す
ることにより「後続ジャンル」を予測するのが好ましい。これは、一般人の行動パターン
は、曜日ごとにそれぞれ異なっているケースが多いためである。もちろん、各曜日ごとに
別個の取り扱いをする代わりに、土日と平日との２通りの取り扱いを行うことも可能であ
る。あるいは、祝日については、日曜日と同じ取り扱いを行うというような運用も可能で
ある。
【０１６９】
　また、実際に「後続ジャンル」の予測を行う際には、２４時間単位で設定した連続時間
枠内において、「直後もしくは数回後までに実行された」との判断を行うのが好ましい。
たとえば、図２０(a) の日曜日の１行目には、「ショー」・「食事」という順序の行動履
歴情報が格納されており、２行目には、「喫茶」・「ショー」・「食事」という順序の行
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動履歴情報が格納されているが、「後続ジャンル」の予測を行う際に考慮する行動順序は
、各行ごと（すなわち、２４時間単位で設定した連続時間枠内）に完結するものとし、行
を跨がった順序は考慮しないようにする。すなわち、上記１行目の情報から、「ショー」
の直後に「食事」を行った、という行動パターンを認識することができ、上記２行目の情
報から、「喫茶」の直後に「ショー」を行った、あるいは、「ショー」の直後に「食事」
を行った、という行動パターンを認識することができるが、１行目の最後の「食事」と２
行目の先頭の「喫茶」とについての時間的前後関係に基づいて、「食事」の直後に「喫茶
」を行った、という行動パターンを認識するのは適切ではない。これは、一般人の行動パ
ターンは、通常、１日単位で把握されるべきものであるからである。
【０１７０】
　＜＜＜　§９．その他の変形例　＞＞＞
　最後に、本発明のその他の変形例を述べておく。
【０１７１】
　（１）　ジャンル分けを行わない変形例
　これまで述べてきた実施形態は、いずれも個々の店舗（Ｗｅｂコンテンツデータ）をい
くつかのジャンルに分けて取り扱うために、店舗評価情報Ｅや利用者嗜好情報Ｔにジャン
ルコードを含ませるようにし、両者の比較は、同一のジャンルコードを含むもの同士で行
っていた。しかしながら、本発明を実施する際には、§８で述べた第４の実施形態を除き
、必ずしも店舗のジャンル分けを行う必要はなく、ジャンルコードを用いることも必須で
はない。たとえば、飲食店の店舗情報のみを提供するシステムとして運用する場合であれ
ば、取り扱う店舗情報はすべて飲食店のジャンルに属するものであるので、敢えてジャン
ル分けを行う必要はない。もちろん、この場合でも、日本料理、フランス料理、イタリア
料理のような細分化のジャンル分けを行う意味はある。
【０１７２】
　（２）　評価値の提示を行う変形例
　図２(a) ～(i) には、種々の店舗についての店舗情報の表示例を示したが、店舗評価情
報格納部１２０内には、これら各店舗についての店舗評価情報が用意されており、それぞ
れの店舗ごとに、所定の特徴項目に関する評価値が保存されている。そこで、店舗情報提
供部１３０が、店舗情報の提供を行う際に、当該店舗情報に関する店舗についての店舗評
価情報に含まれる評価値を併せて提供するようにしておくと便利である。そうすれば、利
用者は、図２(a) ～(i) に示すような店舗情報とともに、図４(a) ～(i) に示す各評価値
を把握することができるので、店舗選びの参考に供することができる。
【０１７３】
　（３）　第１～第４の実施形態の組合わせ
　これまで、第２～第４の実施形態を、ベースとなる第１の実施形態のシステムに新たな
特徴を付加したシステムとして説明してきたが、第１～第４の実施形態のシステムは、任
意の組合わせで利用することが可能である。たとえば、第２の実施形態と第３の実施形態
を組み合わせたシステムや、第１～第４の実施形態のすべてを組み合わせたシステムなど
も実現可能である。
【０１７４】
　（４）　店舗情報提供部の取捨選択に利用される検索条件
　本発明に係る情報提供システムの店舗情報提供部１３０は、利用者から、特定の検索条
件に合致する店舗情報の提供要求を受けたときに、当該検索条件に合致し、かつ、当該利
用者に適した店舗情報を取捨選択する機能を果たす。すなわち、店舗情報提供部１３０は
、店舗情報格納部１００に格納されている多数の店舗情報を、２つのふるいにかけて取捨
選択することになる。第１のふるいは「特定の検索条件に合致する」という基準に基づく
選択であり、第２のふるいは「利用者に適した」という基準に基づく選択である。ここで
、第２のふるいが、利用者嗜好情報Ｔと店舗評価情報Ｅとの比較に基づいて行われる点は
既に述べたとおりである。
【０１７５】
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　一方、第１のふるいの基準となる「特定の検索条件」として、これまで述べてきた実施
形態では、「利用者自身が入力したキーワードに合致する」という条件を設定した例を示
した。たとえば、利用者が、「イタリアン」，「レストラン」，「渋谷」なるキーワード
を入力して店舗情報の提供要求を行った場合、これらのキーワードに関連する店舗情報が
第１のふるいで選択されることになる。しかしながら、本発明に係る情報提供システムに
おける第１のふるいの基準となる「特定の検索条件」は、「利用者自身が入力したキーワ
ードに合致する」という条件に限定されるものではなく、この他にも様々な条件設定が可
能である。
【０１７６】
　たとえば、「利用者自身が入力したジャンルに合致する」という条件を検索条件に設定
することもできる。この場合、利用者は、店舗情報の提供要求を行う際に、「イタリア料
理」や「婦人服」といったジャンルを指定する入力を行えばよい。この場合、店舗情報提
供部１３０は、キーワードに基づく検索ではなく、ジャンルコードに基づく検索を行うこ
とになる。もちろん、「食事」，「喫茶」，「買物」といった大分類のジャンルを検索条
件として指定してもかまわない。
【０１７７】
　また、「特定の検索条件」は、必ずしも利用者自身に入力させる必要はない。たとえば
、「利用者の現在位置」を検索条件として設定することにすれば、第１のふるいの基準は
、「利用者の現在位置に合致する店舗情報」ということになる。この場合、「利用者の現
在位置（たとえば、緯度経度情報）」は、様々な手法で自動認識することができるので、
必ずしも利用者自身に入力してもらう必要はない。「利用者の現在位置」をシステムに認
識させる手法としては、§４で例示したとおり、利用者に店舗利用の事実を報告してもら
う方法、ＧＰＳ機能付きの携帯端末装置の位置を認識する方法、店舗設置装置と利用者が
所持する携帯端末装置との間で交信が行われたことを認識する方法、などを利用すること
ができる。そこで、「利用者の現在位置」を検索条件として設定しておけば、店舗情報提
供部１３０は、上記手法により、個々の利用者の現在位置を自動認識し、各利用者につい
て現在位置に合致する店舗情報を選択することが可能になる。たとえば、「渋谷」にいる
と認識された利用者に店舗情報の提供を行う場合は、第１のふるい分け処理において、「
渋谷」地区にある店舗の店舗情報を選択すればよい。
【０１７８】
　もちろん、キーワードやジャンルという検索条件と、現在位置という検索条件とを組み
合わせて利用することも可能である。たとえば、「イタリアン」，「レストラン」という
キーワードを入力して店舗情報の提供要求を行った利用者の現在位置が「渋谷」であるこ
とが認識できれば、第１のふるい分け処理において、「渋谷」地区に店舗があるイタリア
料理店の店舗情報を選択すればよい。
【０１７９】
　別な検索条件として、「利用者のスケジュール」を検索条件として設定しておき、第１
のふるい分けで、「利用者のスケジュールに合致する店舗情報」を選択するようにしても
よい。この場合、利用者には、予め自分の行動スケジュールを、店舗情報提供部１３０（
もしくは本願システム外のサーバ装置でもよい）に登録させておくようにする。たとえば
、予定を記入したり閲覧したりできる個人別カレンダーをＷｅｂページの形式で利用者端
末に提供し、個々の利用者に月間スケジュールなどを登録してもらうようにする。そうす
れば、店舗情報提供部１３０は、この登録内容を参照することにより、どの利用者が、い
つ、どのような行動を計画しているかを認識することができるので、このスケジュールを
検索条件として、第１のふるい分け処理を行うことができる。
【０１８０】
　たとえば、ある利用者のスケジュールとして、「２００６年１１月２０日午後６：００
より結婚記念日の食事」という計画が登録されていたものとしよう。この場合、「２００
６年１１月２０日」に当該利用者から店舗情報の提供要求があれば、「結婚記念日の食事
」というスケジュールを検索条件として用い、第１のふるい分けで、レストランに関する
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店舗情報を選択することができる。たとえば、「結婚記念日」ＡＮＤ「食事」というキー
ワードで検索を行えばよい。もちろん、「２００６年１１月２０日」という日付だけでな
く、時間まで考慮してもよい。たとえば、利用者からの要求があった時刻から、６時間以
内に設定されているスケジュールに関する店舗情報を第１のふるい分けで選択するように
すれば、上例の場合、「２００６年１１月２０日の正午～午後６時」に要求があった場合
に、「結婚記念日」ＡＮＤ「食事」というキーワードによる検索が行われることになる。
また、「毎週金曜日は外食」というように、曜日ごとにスケジュールが設定されている利
用者の場合は、「金曜日」に要求があった場合に、レストランに関する店舗情報を第１の
ふるい分けで選択することもできる。一方、「毎日、正午からの昼食は外食」というよう
に、時間帯ごとにスケジュールが設定されている利用者の場合は、たとえば、現時点より
１時間以内に設定されているスケジュールを参照することにしておけば、「午前１１時～
正午」に要求があった場合に、レストランに関する店舗情報を第１のふるい分けで選択す
ることができる。このように、店舗情報の提供要求があった時点の日付、時刻、曜日に基
づいて、第１のふるい分けを行うことが可能である。
【０１８１】
　（５）　同伴者の認識
　§８では、第４の実施形態として、個々の利用者ごとの日常の行動パターンを収集し、
この収集結果に基づいて、ある１つのジャンルに係る行動の後に実行されると期待される
後続ジャンルを予測する手法を述べた。すなわち、図１９に示すように、行動履歴情報収
集部２３０により、「いつ、誰が、どのジャンルの店を利用したか」を示す行動履歴情報
を収集して行動履歴情報格納部２２０に格納してゆき、後続ジャンル予測部２１０によっ
て、この行動履歴情報に基づき、特定の利用者が、１つのジャンルに係る行動を行った場
合に、次にどのジャンルに係る行動を行う可能性が高いか、を予測する処理が行われる。
【０１８２】
　この後続ジャンル予測は、あくまでも個々の利用者自身の過去の行動パターンを参照し
て、「後続ジャンル」を予測することを前提としたものであったが、同じ利用者であって
も、同伴者の相違によって、その行動パターンが異なるのが一般的である。たとえば、同
じ利用者の行動パターンであっても、婚約者と外出したときの行動パターン、会社の同僚
と外出したときの行動パターン、大学の同級生と外出したときの行動パターンは、それぞ
れ異なることが多い。
【０１８３】
　そこで、行動履歴情報収集部２３０により、「いつ、誰が、誰と、どのジャンルの店を
利用したか」を示す行動履歴情報を収集して行動履歴情報格納部２２０に格納してゆけば
、後続ジャンル予測部２１０は、同伴者を考慮した後続ジャンルの予測を行うことができ
るようになる。たとえば、図２０(a) に示す行動履歴情報は、利用者甲についての行動パ
ターンを示すものであるが、利用者甲が乙を同伴した場合の「乙同伴時の行動履歴情報」
や利用者甲が丙を同伴した場合の「丙同伴時の行動履歴情報」などをそれぞれ別個に収集
するようにすれば、もし、現在、利用者甲が乙を同伴して外出していることが認識できれ
ば、「乙同伴時の行動履歴情報」に基づいて「後続ジャンル」の予測を行うことが可能に
なり、より適切な予測が可能になる。
【０１８４】
　もっとも、このように同伴者を考慮した予測を行うためには、個々の利用者の行動を把
握するだけでなく、当該行動の同伴者を認識する必要がある。行動履歴情報収集部２３０
に、同伴者の情報を含んだ行動履歴情報を収集させる具体的な方法としては、「各メンバ
ーの自己申告による方法」が最も簡単な方法である。各メンバーに自己申告させる際に、
「誰と」という同伴者を示す情報を含ませるようにすればよい。あるいは、前述した「予
めスケジュールを入力させておく方法」を用いてもよい。この場合は、スケジュールを入
力する際に、「誰と」という同伴者を示す情報を含ませるようにすればよい。
【０１８５】
　また、同伴者がＧＰＳ付き携帯電話機などを所持していれば、ＧＰＳが認識した位置情
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報を携帯電話機から本システムに定期的に自動報告させるようにしておけば、同伴者の位
置情報の入手が可能であるから、本人と同一位置に存在する者を同伴者と認識することが
可能になる。あるいは、店舗設置装置により同伴者の情報を収集することも可能である。
たとえば、同じ施設の入出ゲート装置を用いれば、本人のみならず同伴者の出入りに関す
る情報を入手することができるので、当該入出ゲート装置からの報告により、同伴者の認
識が可能になる。他にも、レストランなどの店舗施設に、レストランカードやクーポン券
などを電子データとして配付する交信装置が設置されている場合は、同伴者の所持する携
帯端末装置にも当該電子データを取り込んでもらうようにし、この電子データに含まれて
いる店舗を特定する情報と当該同伴者の識別コードとを、当該携帯端末装置もしくは当該
交信装置から本システムに自動報告させるようにすれば、本人と同一店舗に居る者として
、同伴者の認識が可能である。また、同伴者の所持する携帯端末装置によって、施設に配
置されたチラシなどの媒体上に印刷された二次元コードなどから店舗を特定する情報を含
む電子データを取り込んでもらうようにした場合も同様である。
【０１８６】
　別な方法は、個々の利用者が所持する携帯端末装置間での通信機能を利用する方法であ
る。最近利用されている携帯端末装置には、赤外線、Bluetooth（登録商標）、無線ＬＡ
Ｎなどを利用して、別な携帯端末装置と通信する機能が備わっている。そこで、もし、本
人が所持する携帯端末装置と同伴者が所持する携帯端末装置との間で、上述したような通
信機能（端末間で直接情報のやりとりを行うことができれば、どのような形態の通信機能
でもよい）を利用して直接通信を行うことが可能であれば、この直接通信を介して、同伴
者を特定する情報を入手することが可能になる。たとえば、赤外線通信機能を利用するの
であれば、両方の携帯端末装置を向かい合わせて、所定の通信操作を行えば、同伴者の携
帯端末装置内に格納されている同伴者を特定する識別コードを、本人の携帯端末装置側に
取り込むことができる。したがって、この本人の携帯端末装置から行動履歴情報収集部２
３０に対して、これまで述べてきた様々な方法で行動履歴情報を伝える際に、同伴者を特
定する識別コードを含んだ情報を伝えることが可能になる。
【０１８７】
　また、Bluetooth（登録商標）や無線ＬＡＮなどの無指向性の通信機能が利用できる場
合は、利用者が意図的な通信操作を行わなくても、同伴者を特定する識別コードの収集が
可能である。たとえば、双方の携帯端末装置に、所定周期（たとえば、５分間隔）で近隣
に存在する他の携帯端末装置を探索して交信する機能をもたせておけば、何ら意図的な通
信操作を行わなくても、常に、近隣にいる携帯端末装置から、相手方利用者の識別コード
を入手することができ、「現在、誰と一緒にいるか」という最新の情報を常に更新するこ
とができる。
【０１８８】
　また、これらの方法を、前述した「予めスケジュールを入力させておく方法」と組み合
わせることも可能である。すなわち、予め、同伴者識別コードを伴うスケジュール（誰と
一緒に行う行動であるかを特定したスケジュール）を登録しておいた場合、「実際に店舗
において取り込んだ同伴者識別コード」と「登録されていたスケジュール内の同伴者識別
コード」とが一致したときに、スケジュールに係る行動が実際に実行された、との自動判
断を行うことができる。
【０１８９】
　なお、上述した同伴者を認識する種々の手法は、§７で述べた第３の実施形態に応用す
ることも可能である。この第３の実施形態では、たとえば、利用者甲が同伴者乙とともに
何らかの店舗を利用する計画を立てている場合に、「利用者甲＆乙」というグループ利用
条件下での店舗情報の提供要求を行うと、両利用者甲＆乙双方の利用者嗜好情報を考慮し
た店舗情報の選択が行われることになる。そこで、利用者甲からの店舗情報要求があった
場合に、もし、上述した種々の手法により、甲の同伴者が乙であることが自動認識できれ
ば、利用者甲自身が「同伴者が乙であること」を店舗情報提供部１３０に積極的に伝えな
くても、甲＆乙双方の利用者嗜好情報を考慮した店舗情報の選択が可能になる。
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【図面の簡単な説明】
【０１９０】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る情報提供システムの基本構成を示すブロック図で
ある。
【図２】図１に示す情報提供システムの店舗情報格納部１００内に格納された店舗情報の
表示例を示す平面図である。
【図３】本発明に係る情報提供システムにおいて定義されるジャンルの一例を示す表であ
る。
【図４】図１に示す第１の実施形態に係る情報提供システムの店舗評価情報格納部１２０
内に格納された店舗評価情報Ｅの構成例を示す図である。
【図５】本発明に係る情報提供システムの店舗評価情報に含まれる評価値および利用者嗜
好情報に含まれる嗜好値の概念を示す模式図である。
【図６】図１に示す第１の実施形態に係る情報提供システムの利用者嗜好情報格納部１１
０内に格納された利用者嗜好情報Ｔの構成例を示す図である。
【図７】図１に示す第１の実施形態に係る情報提供システムの店舗情報提供部１３０にお
ける店舗情報の取捨選択処理によって選択された店舗情報の概要リストの一例を示す図で
ある。
【図８】図１に示す第１の実施形態に係る情報提供システムの店舗情報提供部１３０にお
ける店舗情報の取捨選択処理に用いるベクトル空間の斜視図である。
【図９】図１に示す第１の実施形態に係る情報提供システムの関心店舗記録部１５０内に
記録された関心店舗ＩＤの一例を示す図である。
【図１０】図１に示す第１の実施形態に係る情報提供システムの嗜好値更新部１４０によ
って抽出された更新用店舗評価情報の一例を示す図である。
【図１１】本発明の第２の実施形態に係る情報提供システムの基本構成を示すブロック図
である。
【図１２】図１１に示す第２の実施形態に係る情報提供システムの投票結果記録部１７０
によって提示される投票用画面の一例を示す図である。
【図１３】図１１に示す第２の実施形態に係る情報提供システムの投票結果記録部１７０
に記録された投票結果（個人評価情報）および評価値更新部１６０の処理によって更新さ
れた店舗評価情報の一例を示す図である。
【図１４】本発明の第３の実施形態に係る情報提供システムの基本構成を示すブロック図
である。
【図１５】図１４に示す第３の実施形態に係る情報提供システムの個人満足情報記録部１
９０によって提示される満足情報入力用画面の一例を示す図である。
【図１６】図１２に示す投票用画面と図１５に示す満足情報入力画面とを統合した入力画
面の一例を示す図である。
【図１７】図１４に示す第３の実施形態に係る情報提供システムの個人満足情報記録部１
９０内に記録された個人満足情報の一例を示す図である。
【図１８】図１４に示す第３の実施形態に係る情報提供システムの満足度比率算出部１８
０で算出された満足度比率に基づいて、店舗情報提供部１３０が店舗情報の取捨選択を行
う処理の概念を示す図である。
【図１９】本発明の第４の実施形態に係る情報提供システムの基本構成を示すブロック図
である。
【図２０】図１９に示す第４の実施形態に係る情報提供システムの行動履歴情報格納部２
２０に格納された行動履歴情報の一例を示す図である。
【図２１】図１９に示す第４の実施形態に係る情報提供システムにおける付加情報の提示
形態の一例を示す図である。
【図２２】図１９に示す第４の実施形態に係る情報提供システムにおける付加情報の提示
形態の別な一例を示す図である。
【符号の説明】
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【０１９１】
１０：利用者端末（携帯電話機）
２０：利用者端末（ノートパソコン）
３０：利用者端末（デスクトップパソコン）
１００：店舗情報格納部
１１０：利用者嗜好情報格納部
１２０：店舗評価情報格納部
１３０：店舗情報提供部
１４０：嗜好値更新部
１５０：関心店舗記録部
１６０：評価値更新部
１７０：投票結果記録部
１８０：満足度比率算出部
１９０：個人満足情報記録部
２００：インターネット
２１０：後続ジャンル予測部
２２０：行動履歴情報格納部
２３０：行動履歴情報収集部
Ａ：付加情報
Ｂ：移行ボタン
Ｄ○○：店舗情報
Ｅ○○：店舗評価情報
Ｅ１，Ｅ２，Ｅ３：評価ベクトルの先端点
Ｇ○○：ジャンルコード
Ｍ○○：個人満足情報
Ｓ○○：店舗ＩＤ（コンテンツＩＤ）
Ｔ○○：利用者嗜好情報
Ｔ０：嗜好ベクトルの先端点
Ｖｅ１，Ｖｅ２，Ｖｅ３：評価ベクトル
Ｖｔ：嗜好ベクトル
甲，乙，丙：利用者ＩＤ
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